
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号

船
舶
等
型
式
承
認
規
則

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
四
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
五
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
五
条
の
二
十
九
第
三
項
及
び
第
二
十
五
条
の
三
十
第
二
項
、
第
二
十
九
条
ノ
三
並
び
に
第
二
十
九
条
ノ
四
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
型
式
承
認
及
び
検
定
（
第
三
条―

第
十
五
条
）

第
三
章
　
削
除

第
四
章
　
雑
則
（
第
二
十
六
条―

第
二
十
九
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
ノ
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
型
式
承
認
及
び
検
定
に
関
し
て
は
、
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章
　
型
式
承
認
及
び
検
定

（
型
式
承
認
）

第
三
条
　
法
第
六
条
ノ
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
型
式
承
認
（
以
下
単
に
「
型
式
承
認
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
一
の
型
式
承
認
及
び
検
定
の
項
に
掲
げ
る
船
舶
又
は
物
件
の
型
式
ご
と
に
行
う
。

（
型
式
承
認
の
基
準
）

第
四
条
　
型
式
承
認
は
、
当
該
船
舶
又
は
物
件
の
型
式
が
法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
又
は
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
型
式
に
適
合

す
る
船
舶
又
は
物
件
を
製
造
す
る
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

（
型
式
承
認
の
申
請
）

第
五
条
　
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
又
は
物
件
の
名
称
及
び
型
式

二
　
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
又
は
物
件
を
製
造
す
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
の
製
造
仕
様
書
、
そ
の
構
造
（
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
物
件
の
構
造
及
び
配
置
）
を
示
す
図
面
並
び
に
性
能
、
形
状
、
構
造
及
び
材
料
（
以
下
「
性
能

等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
使
用
方
法
に
関
す
る
説
明
書

二
　
当
該
船
舶
又
は
物
件
の
型
式
が
法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
又
は
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類

三
　
当
該
型
式
の
船
舶
若
し
く
は
物
件
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
製
造
の
実
績
を
記
載
し
た
書
類

四
　
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
の
製
造
に
必
要
な
事
業
場
の
施
設
の
概
要
及
び
そ
の
配
置
を
示
す
書
類

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
型
式
承
認
の
た
め
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
一
部
に
つ
い
て
そ
の
提
出
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
型
式
承
認
試
験
）

第
六
条
　
型
式
承
認
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
船
舶
又
は
物
件
の
型
式
が
法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
又
は
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
そ
の
性
能
等
に
つ
い
て

国
土
交
通
大
臣
の
行
う
型
式
承
認
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
の
行
う
検
定
に
合
格
し
た
告
示
で
定
め
る
物
件
の
型
式
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
型
式
承
認
の
申
請
を
し
た
者
は
、
前
項
の
型
式
承
認
試
験
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
当
該
型
式
承
認
試
験
に
必
要
な
数
量
の
当
該
型
式
の
船
舶
若
し
く
は
物
件
又
は
そ
の
材
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
を
勘
案
し
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
型
式
承
認
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
型
式
承
認
書
の
交
付
）

第
七
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
型
式
承
認
を
し
た
と
き
は
、
型
式
承
認
書
（
第
一
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

（
型
式
の
変
更
の
承
認
）

第
八
条
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型
式
承
認
を
受
け
た
船
舶
又
は
物
件
の
型
式
に
つ
い
て
、
法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
又
は
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
性
能
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
少
な
い

変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
第
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
に
係
る
も
の
を
添
附
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
、

そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
式
の
変
更
等
の
届
出
）

第
九
条
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
相
続
人
又
は
清
算
人
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
、

第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
を
速
や
か
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
当
該
型
式
承
認
を
受
け
た
船
舶
又
は
物
件
の
型
式
に
つ
い
て
、
法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
又
は
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
性
能
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
　
当
該
型
式
承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

三
　
当
該
型
式
承
認
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
。

四
　
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
を
製
造
す
る
事
業
場
の
名
称
又
は
所
在
地
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

五
　
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
の
製
造
に
必
要
な
事
業
場
の
施
設
の
う
ち
主
要
な
も
の
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

六
　
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
の
製
造
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
。

（
標
示
）

第
十
条
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
の
個
々
に
当
該
船
舶
又
は
物
件
の
名
称
、
型
式
、
寸
法
、
使
用
方
法
、
製
造
年
月
、
製
造
番
号
及
び
製
造
者
の
氏
名
又
は
名
称
若
し
く
は
記
号
を
標
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
寸
法
又
は
使
用
方
法
を
標
示
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
船
舶
又
は
物
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
標
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
型
式
承
認
の
失
効
及
び
取
消
し
）

第
十
一
条
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
型
式
承
認
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一
　
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
。

二
　
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
の
製
造
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
。

三
　
型
式
承
認
を
辞
退
し
た
と
き
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
型
式
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
他
の
必
要
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
船
舶
又
は
物
件
の
型
式
が
、
法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
又
は
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
の
制
定
、
改
正
又
は
廃
止
に
よ
つ
て
、
こ
れ
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

二
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
型
式
に
適
合
す
る
船
舶
又
は
物
件
を
製
造
す
る
能
力
を
有
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
の
検
定
に
関
し
、
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
。

四
　
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
型
式
承
認
に
係
る
船
舶
又
は
物
件
の
製
造
工
事
の
能
力
に
つ
い
て
法
第
六
条
ノ
二
の
認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
型
式
承
認
及
び
認
定
に
係
る
船
舶
又
は
物
件
以
外
の
船
舶

又
は
物
件
に
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
示
を
附
し
た
と
き
。

五
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
が
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

六
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
型
式
の
船
舶
又
は
物
件
を
引
き
続
き
相
当
期
間
製
造
し
な
い
と
き
。

七
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

（
告
示
）

第
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
。

一
　
型
式
承
認
を
し
た
と
き
。

二
　
第
八
条
の
承
認
を
し
た
と
き
。

三
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
承
認
が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と
き
。

四
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
承
認
を
取
り
消
し
た
と
き
。

（
検
定
の
申
請
）

第
十
三
条
　
型
式
承
認
を
受
け
た
者
は
、
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
管
海
官
庁
（
検
定
に
係
る
船
舶
又
は
物
件
を
製
造
す
る
事
業
場
が
本
邦
に
あ
る
場
合
は
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
支
局
（
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
第
二
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
支
局
（
福
岡
運
輸
支

局
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
、
同
令
別
表
第
五
第
二
号
に
定
め
る
海
事
事
務
所
又
は
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
で
地
方
運
輸
局
に
お

い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
運
輸
支
局
の
長
、
そ
の
海
事
事

務
所
の
長
又
は
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
長
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
当
該
事
業
場
が
本
邦
外
に
あ
る
場
合
は
関
東
運
輸
局
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
又
は
物
件
の
型
式
承
認
番
号
、
名
称
及
び
型
式

二
　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
又
は
物
件
の
数
量
並
び
に
そ
の
製
造
年
月
及
び
製
造
番
号

三
　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
又
は
物
件
を
製
造
し
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

（
検
定
の
準
備
）

第
十
四
条
　
検
定
の
申
請
を
し
た
者
は
、
管
海
官
庁
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
検
定
の
準
備
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
及
び
証
印
）

第
十
五
条
　
法
第
九
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
検
定
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
の
証
印
（
以
下
単
に
「
証
印
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
と
す
る
。

２
　
検
定
に
合
格
し
た
船
舶
に
対
し
て
は
、
検
定
合
格
証
明
書
を
交
付
し
、
か
つ
、
証
印
を
附
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
検
定
に
合
格
し
た
物
件
に
対
し
て
は
、
証
印
を
附
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
物
件
に
つ
い
て
検
定
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
証
印
を
附
さ
れ
た
物
件
に
つ
い
て
、
管
海
官
庁
に
検
定
合
格
証
明
書
交
付
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
提
出
し
、
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
検
定
合
格
証
明
書
の
受
有
者
は
、
こ
れ
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
場
合
は
、
検
定
合
格
証
明
書
再
交
付
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
に
検
定
合
格
証
明
書
（
き
損
し
た
場
合
に
限
る
。
）
を
添
附
し
て
、
当
該
検
定
合
格
証
明
書
を
交

付
し
た
管
海
官
庁
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
章
　
削
除

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
　
削
除

第
四
章
　
雑
則

（
再
検
定
）

第
二
十
六
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
検
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
定
に
対
す
る
不
服
の
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
再
検
定
申
請
書
を
当
該
検
定
を
行
つ
た
管
海
官
庁
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
検
定
機
関
等
が
行
う
検
定
に
つ
い
て
の
読
替
え
）

第
二
十
七
条
　
法
第
六
条
ノ
五
第
一
項
の
登
録
検
定
機
関
（
以
下
単
に
「
登
録
検
定
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
小
型
船
舶
検
査
機
構
が
行
う
検
定
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
中
「
管
海
官
庁
（
検
定
に
係
る
船
舶
又
は
物
件
を
製
造
す
る
事

業
場
が
本
邦
に
あ
る
場
合
は
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
支
局
（
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
別
表
第
二
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
支
局
（
福
岡
運

輸
支
局
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
、
同
令
別
表
第
五
第
二
号
に
定
め
る
海
事
事
務
所
又
は
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
で
地
方
運
輸
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
務
の
う
ち
国
土
交
通
省
組
織
令
第
二
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
運
輸
支
局
の
長
、
そ
の
海
事
事
務
所
の
長
又
は
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
長
。
以
下
同
じ

。
）
を
、
当
該
事
業
場
が
本
邦
外
に
あ
る
場
合
は
関
東
運
輸
局
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
り
又
は
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
前
条
並
び
に
様
式
中
「
管
海
官
庁
」
と
あ
る
の
は
、
「
登
録
検
定
機
関
」
又
は

「
小
型
船
舶
検
査
機
構
」
と
読
み
替
え
て
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
様
式
を
適
用
す
る
。

（
経
由
機
関
）

第
二
十
八
条
　
第
五
条
、
第
八
条
並
び
に
第
九
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
に
対
す
る
書
類
の
提
出
は
、
当
該
書
類
に
係
る
船
舶
又
は
物
件
を
製
造
す
る
主
た
る
事
業
場
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
そ
の
所
在
地
が
本
邦
外
に
あ
る
場
合
は
、
関
東
運
輸
局
長
）
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
二
十
九
条
　
型
式
承
認
、
第
八
条
の
承
認
、
検
定
、
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
登
録
検
定
機
関
又
は
小
型

船
舶
検
査
機
構
が
行
う
検
定
又
は
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付
若
し
く
は
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
額
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
型
式
承
認
、
承
認
、
検
定
、
交
付
又
は
再
交
付
の
申
請
を
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
の
二
に
定
め
る
額
）
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
物
件
の
型
式
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
の
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
額
の
十
分
の
四
・
七
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
百
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
外
国
に
お
い
て
型
式
承
認
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
型
式
承
認
の
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
額
に
十
一
万
三
千
七
百
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４
　
外
国
に
お
い
て
検
定
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
検
定
（
登
録
検
定
機
関
又
は
小
型
船
舶
検
査
機
構
が
行
う
検
定
を
除
く
。
）
の
手
数
料
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
に
定
め
る
手
数
料
の
額
（
情
報
通
信
技

術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
検
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
二
の
二
に
定
め
る
手
数
料
の
額
）
に
、
一
件
の
申
請
に
つ
き
、
十
一
万
三
千
七
百
円

を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

５
　
外
国
に
お
い
て
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付
（
登
録
検
定
機
関
又
は
小
型
船
舶
検
査
機
構
が
行
う
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付
を
除
く
。
）
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
交
付
の
手
数
料
の
額
は
、
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
通
に
つ
き
千
四
百
五
十
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
交
付
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
二
百
五
十
円
）
と
す

る
。

６
　
前
各
項
の
手
数
料
は
、
収
入
印
紙
を
手
数
料
納
付
書
（
第
六
号
様
式
）
に
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
船
舶
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
用
品
型
式
承
認
規
則
の
廃
止
）

２
　
船
用
品
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
総
理
庁
・
運
輸
省
令
第
四
号
。
以
下
「
旧
型
式
承
認
規
則
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
旧
型
式
承
認
規
則
第
一
条
の
型
式
承
認
を
受
け
、
か
つ
、
同
令
第
六
条
第
一
項
の
承
認
証
書
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
有
効
な
も
の
を
受
有
す
る
者
又
は
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
型
式
承
認
規
則

第
一
条
の
型
式
承
認
を
申
請
中
の
者
に
関
し
て
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
か
な
い
で
、
当
該
型
式
承
認
に
係
る
物
件
に
つ
い
て
法
第
六
条
ノ
四
第
一
項
の
型
式
承
認
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
ノ
四
第
一
項
の
型
式
承
認
を
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
期
限
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
ノ
四
第
一
項
の
型
式
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
型
式
承
認
に
係
る
物
件
に
つ
い
て
旧
型
式
承
認
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
つ
た
検
定
の
申
請
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
係

属
中
の
も
の
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
検
定
の
申
請
と
み
な
す
。

６
　
前
項
に
規
定
す
る
旧
型
式
承
認
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
の
申
請
に
関
し
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
検
定
の
申
請
に
関
す
る
手
数
料
と
し
て
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
七
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
八
月
二
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
八
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
一
月
八
日
運
輸
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
の
一
部
改
正
）

３
　
底
び
き
網
漁
業
灯
、
か
け
ま
わ
し
漁
法
灯
及
び
き
ん
ち
や
く
網
漁
業
灯
に
つ
い
て
は
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
第
四
条
、
第
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
法
第
二
条
第
一
項
の
命
令
」
と
あ
る
の
は
、
昭
和
五
十

年
十
一
月
九
日
ま
で
は
、
「
船
灯
試
験
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
十
九
号
）
」
と
読
み
替
え
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
七
日
運
輸
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
日
運
輸
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
船
舶
設
備
規
程
第
百
四
十
三
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
四
十
三
条
ノ
四
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
以
外
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
小
型
船
舶
安
全

規
則
第
八
十
二
条
の
改
正
規
定
以
外
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
中
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
第
三
条
第
五
号
の
改
正
規
定
（
同
号
ヘ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
の
改
正
規
定
（
「
黒
球
」
及
び
「
／
黒
色
円
す
い
形
象
物
／
紅

色
円
す
い
形
象
物
／
」
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
八
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
九
月
六
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
改
正
規
定
（
一
般
小
型
船
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
条
中
船
舶
設
備
規

程
第
七
編
の
次
に
一
編
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
百
十
一
条
の
七
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
十
二
号
表
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
六
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
五
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
目
次
の
改
正
規
定
（
「
／
第
七
編
　
昇
降
設
備
／
第
八
編
　
コ
ン
テ
ナ
設
備
／
」
を
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
七
編
の
編
名
を
改
め
る
改
正
規
定
、
第
七
編
中
第
三
百
三
条
の
前
に
章
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
第
八
編
の
編
名
を
削
る
改
正
規
定
、
第
三
百
十
一
条
の
次
に
章
名
を
付
す
る
改
正
規
定
及
び
第
七
編
に
一
章
を
加
え
る
改

正

規

定

、

第

十

一

条

中

目

次

の

改

正

規

定

及

び

第

十

一

章

を

第

十

二

章

と

し

、

第

十

章

の

次

に

一

章

を

加

え

る

改

正

規

定

、

第

十

二

条

中

別

表

第

一

の

改

正

規

定

（「
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コ
ン
テ
ナ

フ
ラ
ツ
ト
ラ
ツ
ク
型
の
も
の

１
個
に
つ
き

１
１
，
０
０
０
円

　

そ
の
他
の
型
の
も
の

１
個
に
つ
き

１
５
，
０
０
０
円

　

　

　

　

　

　

　

　

」

を

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

並

び

に

第

十

三

条

中

別

表

の

改

正

規

定

（「

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

コ
ン
テ
ナ

フ
ラ
ツ
ト
ラ
ツ
ク
型
の
も
の

６
８
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
２
０
０

　

　

　

　

そ
の
他
の
型
の
も
の

９
８
，
０
０
０

〃

２
，
８
０
０

　

　

　

　

　

　

　

　

　

」
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
二
条
第
十
四
項
及
び
附
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め
の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
四
月
六
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
運
輸
省
組
織
規
程
第
三
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
中
海
運
局
支
局
等
組
織
規
程
の
題
名
の
改
正
規
定
、
「
第
一
章
　
海
運
局
支
局
」
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
章
の
改
正
規
定
、
同
令
別
表
第
一
の
改
正
規
定

（
同
表
九
州
海
運
局
福
岡
支
局
の
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
別
表
第
二
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
の
二
関
係
」
を
「
第
二
条
の
二
、
第
二
条
の
三
関
係
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
表
九
州
海
運
局
福
岡
支
局
の
項
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
同
令
別
表
第
三
の
改
正
規
定
（
「
同
横
須
賀
同
」
を
「
同
三
崎
同
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
表
第
四
及
び
別
表
第
五
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
　
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
六
月
一
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
八
日
運
輸
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
定
め
る
日
（
昭
和
五
十
八
年
十
月
二

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
十
二
条
の
三
十
六
」
を
「
第
十
二
条
の
三
十
五
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
条
、
第
十
二
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
四
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
の
三
十
四
を
削
り
、
第
十
二
条
の
三
十
五
を
第

十
二
条
の
三
十
四
と
し
、
第
十
二
条
の
三
十
六
を
第
十
二
条
の
三
十
五
と
す
る
改
正
規
定
、
第
三
十
三
条
の
四
の
改
正
規
定
（
油
ゲ
ル
化
剤
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
条

の
改
正
規
定
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
四
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
四
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
（
油
ゲ
ル
化
剤
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
八
条
及
び
附
則
第
十
一
条
の
規
定
　
改
正
法
附
則
第
一
条
第
一

号
に
定
め
る
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
二
十
五
日
）

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
二
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
一
条
、
第
六
十
六
条
、
別
表
第
一
及
び
第
十
五
号
様
式
別
表
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三

条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
四
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運
局
支
局
長
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
等
は
、
相
当
の
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運

局
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
は
、
相
当
の
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
八
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
九
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
八
月
八
日
運
輸
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
五
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
中
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
別

表
第
一
の
改
正
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
船
舶
安
全
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
指
定
検
定
機
関
又
は
小
型
船
舶
検
査
機
構
に
対
し
て
し
た
検
定
又
は
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付
若
し
く
は
再
交
付
の
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
一
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
二
日
運
輸
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
二
十
二
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
〇
月
一
一
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
二
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
船
舶
設
備
規
程
第
百
四
十
六
条
の
十
の
三
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
四
十
六
条
の
十
の
五
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
第
百
八
十
七
条
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
船

舶
安
全
法
施
行
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
八
条
中
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
二
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
船
舶
消
防
設
備
規
則
第
十
七
条
第
二

項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
四
十
八
条
第
五
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
の
改
正
規
定
、
第
四
条
の
規
定
並
び
に
第
五
条
中
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
六
十
五
条
第
二
項
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十

九
条
及
び
第
七
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
五
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
五
月
二
十
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
二
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
一
日
運
輸
省
令
第
五
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
施
行
日
前
に
受
け
た
改
正
前
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
件
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
型
式
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
件
の
う
ち
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の

の
型
式
に
つ
い
て
受
け
た
型
式
承
認
と
み
な
す
。

防
火
戸

防
火
戸
、
防
火
窓
、
防
火
ダ
ン
パ
ー
そ
の
他
の
仕
切
り
の
材
料

自
動
閉
鎖
型
防
火
ダ
ン
パ
ー

隔
壁
又
は
甲
板
に
用
い
る
防
火
用
材
料
（
標
準
火
災
試
験
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
防
火
用
材
料

不
燃
性
材
料
、
火
災
の
危
険
の
少
な
い
家
具
及
び
備
品
、
防
火
戸
の
動
力
開
閉
装
置
、
冷
却
装
置
の
管
装
置
の
防
熱
材
、

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
防
湿
用
表
面
材
若
し
く
は
接
着
剤
又
は
表
面
仕
上
材

進
水
装
置
用
第
一
種
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

進
水
装
置
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

そ
の
他
の
第
一
種
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

そ
の
他
の
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

膨
脹
型
救
助
艇

膨
脹
型
一
般
救
助
艇

固
型
救
助
艇

固
型
一
般
救
助
艇

複
合
型
救
助
艇

複
合
型
一
般
救
助
艇

甲
種
マ
ス
ト
灯

第
一
種
マ
ス
ト
灯

乙
種
マ
ス
ト
灯

第
二
種
マ
ス
ト
灯

小
型
船
舶
用
船
灯
（
甲
種
前
部
灯
で
あ
っ
て
光
達
距
離
が
五
海
里
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

丙
種
マ
ス
ト
灯

第
三
種
マ
ス
ト
灯

小
型
船
舶
用
船
灯
（
甲
種
前
部
灯
で
あ
っ
て
光
達
距
離
が
三
海
里
以
上
五
海
里
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

小
型
船
舶
用
船
灯
（
乙
種
前
部
灯
に
限
る
。
）

第
四
種
マ
ス
ト
灯

甲
種
げ
ん
灯

第
一
種
げ
ん
灯
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乙
種
げ
ん
灯

第
二
種
げ
ん
灯

小
型
船
舶
用
船
灯
（
甲
種
小
型
船
舶
用
げ
ん
灯
に
限
る
。
）

小
型
船
舶
用
船
灯
（
乙
種
小
型
船
舶
用
げ
ん
灯
に
限
る
。
）

第
三
種
げ
ん
灯

両
色
灯

第
一
種
両
色
灯

小
型
船
舶
用
船
灯
（
甲
種
小
型
船
舶
用
両
色
灯
に
限
る
。
）

小
型
船
舶
用
船
灯
（
乙
種
小
型
船
舶
用
両
色
灯
に
限
る
。
）

第
二
種
両
色
灯

甲
種
船
尾
灯

第
一
種
船
尾
灯

乙
種
船
尾
灯

第
二
種
船
尾
灯

小
型
船
舶
用
船
灯
（
後
部
灯
に
限
る
。
）

甲
種
引
き
船
灯

第
一
種
引
き
船
灯

乙
種
引
き
船
灯

第
二
種
引
き
船
灯

甲
種
白
灯

第
一
種
白
灯

乙
種
白
灯

第
二
種
白
灯

小
型
船
舶
用
船
灯
（
小
型
船
舶
用
白
灯
に
限
る
。
）

甲
種
紅
灯

第
一
種
紅
灯

乙
種
紅
灯

第
二
種
紅
灯

小
型
船
舶
用
船
灯
（
小
型
船
舶
用
紅
灯
に
限
る
。
）

甲
種
緑
灯

第
一
種
緑
灯

乙
種
緑
灯

第
二
種
緑
灯

甲
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

第
一
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

乙
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

第
二
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

甲
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

第
一
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

乙
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

第
二
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

甲
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

第
一
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

乙
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

第
二
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

三
色
灯

第
一
種
三
色
灯

小
型
船
舶
用
船
灯
（
甲
種
小
型
船
舶
用
三
色
灯
に
限
る
。
）

小
型
船
舶
用
船
灯
（
乙
種
小
型
船
舶
用
三
色
灯
に
限
る
。
）

第
二
種
三
色
灯

２
　
施
行
日
前
に
交
付
を
受
け
た
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
件
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
書
及
び
検
定
合
格
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
件
に
つ
い
て
交
付
を
受
け
た
型
式
承
認
書
及
び
検
定
合
格
証
明
書
と
み
な

す
。

３
　
施
行
日
前
に
し
た
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
件
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
、
型
式
の
変
更
の
承
認
又
は
検
定
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
件
に
つ
い
て
し
た
型
式
承
認
、
型
式
の
変
更
の
承
認
又
は
検
定

の
申
請
と
み
な
す
。

４
　
施
行
日
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
中
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
施
行
日
前
に
受
け
た
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
別
表
第
一
の
う
ち
衛
星
航
法
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
別
表
第
一
に

掲
げ
る
物
件
の
う
ち
第
一
種
衛
星
航
法
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
受
け
た
型
式
承
認
と
み
な
す
。

２
　
施
行
日
前
に
交
付
を
受
け
た
衛
星
航
法
装
置
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
書
及
び
検
定
合
格
証
明
書
は
、
第
一
種
衛
星
航
法
装
置
に
つ
い
て
交
付
を
受
け
た
型
式
承
認
書
及
び
検
定
合
格
証
明
書
と
み
な
す
。

３
　
施
行
日
前
に
し
た
衛
星
航
法
装
置
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
、
型
式
の
変
更
の
承
認
又
は
検
定
の
申
請
は
、
第
一
種
衛
星
航
法
装
置
に
つ
い
て
し
た
型
式
承
認
、
型
式
の
変
更
の
承
認
又
は
検
定
の
申
請
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明
書
そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
上
衝
突
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
の
う
ち
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
条
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
う
ち
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
別
表
第
一
、
別
表
第
一
の
二
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
二
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
　
平
成
十
八

年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
二
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
二
日
国
土
交
通
省
令
第
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
八
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
七
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
海
事
産
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
型
式
承
認
書
及
び
同
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
海
洋

汚
染
防
止
設
備
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
型
式
承
認
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
型
式
承
認
書
及
び
同
令
第
七
号
様
式
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
第

一
号
様
式
に
よ
る
型
式
承
認
書
及
び
同
令
第
二
号
様
式
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
防
止
設
備
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
型
式
承
認
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
型
式
承

認
書
及
び
同
令
第
七
号
様
式
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
受
け
た
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
別
表
第
一
の
う
ち
浮
揚
型
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
で
あ
っ
て
、
非
常
の
際
に
付
近
の
他
の
船
舶
又
は

航
空
機
の
船
舶
自
動
識
別
装
置
に
対
し
必
要
な
信
号
を
有
効
か
つ
確
実
に
発
信
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
も
の
（
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
浮
揚
型
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
」
と
い

う
。
）
の
型
式
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
別
表
第
一
の
う
ち
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
受
け
た
型
式
承
認
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
受
け
た
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
別
表
第
一
の
う
ち
小
型
船
舶
用
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
は
、
第
八
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
別
表
第
一
の
う
ち
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
受
け
た
型
式
承
認
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
交
付
を
受
け
た
特
定
浮
揚
型
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
書
及
び
検
定
合
格
証
明
書
は
、
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
に
つ
い
て

交
付
を
受
け
た
型
式
承
認
書
及
び
検
定
合
格
証
明
書
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
交
付
を
受
け
た
小
型
船
舶
用
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
書
及
び
検
定
合
格
証
明
書
は
、
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
に
つ

い
て
交
付
を
受
け
た
型
式
承
認
書
及
び
検
定
合
格
証
明
書
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
し
た
浮
揚
型
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
、
非
浮
揚
型
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
及
び
小
型
船
舶
用
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装

置
に
つ
い
て
の
型
式
承
認
、
型
式
の
変
更
の
承
認
又
は
検
定
の
申
請
は
、
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
、
非
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
及
び
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指

示
無
線
標
識
装
置
に
つ
い
て
し
た
型
式
承
認
、
型
式
の
変
更
の
承
認
又
は
検
定
の
申
請
と
み
な
す
。
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別
表
第
一
（
第
３
条
、
第
２
９
条
関
係
）

型
式
承
認
（
単
位
　
円
）

検
定
（
単
位
　
円
）

型
式
承
認
及
び
検
定

小
型
船
舶

旅
客
船

７
４
２
，
２
０
０

１
隻
に
つ
き

１
７
，
１
０
０

旅
客
船
以
外
の
も
の

５
５
３
，
１
０
０

〃

１
２
，
７
０
０

小
型
船
舶
の
船
体

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
８
９
，
８
０
０

１
隻
に
つ
き

３
，
８
５
０

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
以
上
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

２
９
５
，
３
０
０

〃

７
，
６
０
０

長
さ
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

４
１
６
，
７
０
０

〃

１
１
，
０
０
０

倉
口

が
い蓋

板

鋼
製
の
も
の

５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
３
２
，
３
０
０

１
式
に
つ
き

７
，
８
０
０

５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
８
７
，
１
０
０

〃

９
，
３
０
０

１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

２
７
１
，
３
０
０

〃

１
１
，
３
０
０

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

３
５
５
，
４
０
０

〃

１
４
，
５
０
０

木
製
の
も
の

１
３
２
，
３
０
０

１
枚
に
つ
き

１
８
０

倉
口
覆
布

１
２
５
，
４
０
０

１
枚
に
つ
き

１
，
５
５
０

倉
口
覆
布
の
布
地

７
０
，
５
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

３
０
０

倉
口
覆
布
の
防
水
布
地

７
０
，
５
０
０

〃

１
９
０

倉
口
覆
布
の
防
水
剤

５
９
，
９
０
０

１
８
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

３
０
０

げ
ん舷

窓

８
８
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

１
５
０

不
燃
性
材
料

６
２
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

３
８
０

防
火
戸
、
防
火
窓
、
防
火
ダ
ン
パ
ー
そ
の
他
の
仕
切
り
の
材
料

１
４
６
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
３
０
０

防
煙
ダ
ン
パ
ー

１
４
７
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
８
０
０

火
災
の
危
険
の
少
な
い
家
具
及
び
備
品

７
８
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
１
５
０

防
火
戸
の
動
力
開
閉
装
置

９
１
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
６
０
０

送
風
機

羽
根
車
の
外
径
が

０
．
６
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

９
７
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
８
５
０

〃

０
．
６
メ
ー
ト
ル
以
上
０
．
９
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
０
２
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
４
５
０

〃

０
．
９
メ
ー
ト
ル
以
上
１
．
２
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
２
２
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
２
０
０

〃

１
．
２
メ
ー
ト
ル
以
上
１
．
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
２
６
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

７
，
０
０
０

〃

１
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１
３
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
０
，
４
０
０

冷
却
装
置
の
管
装
置
の
防
熱
材

７
７
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

２
２
０

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
防
湿
用
表
面
材

７
７
，
６
０
０

〃

２
２
０

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
接
着
剤

７
７
，
６
０
０

〃

２
３
０

表
面
仕
上
材

８
８
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

２
３
０

居
住
区
域
内
に
設
け
る
隔
壁
又
は
甲
板
の
材
料

１
２
１
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
３
０
０

高
速
排
気
装
置

２
０
３
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
２
５
０

フ
レ
ー
ム
ア
レ
ス
タ

１
７
３
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

６
４
０

船
体
用
材
料

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
樹
脂

２
０
４
，
２
０
０

１
８
０
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
１
０

ガ
ラ
ス
繊
維

ロ
ー
ビ
ン
グ

１
８
０
，
２
０
０

１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
０

ロ
ー
ビ
ン
グ
ク
ロ
ス
又
は
チ
ョ
ッ
プ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
マ
ッ
ト

１
８
０
，
２
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
０
０

ゴ
ム
布

２
０
１
，
６
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

４
１
０

内
燃
機
関

連
続

大
出
力
が

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

２
４
３
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

５
，
８
０
０

〃

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

２
７
９
，
３
０
０

〃

１
０
，
３
０
０

船
内
外
機

連
続

大
出
力
が

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
０
２
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

１
０
，
７
０
０

〃

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
２
２
，
４
０
０

〃

１
２
，
６
０
０

〃

３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
９
５
，
４
０
０

〃

１
４
，
８
０
０

〃

７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

４
７
２
，
６
０
０

〃

１
７
，
６
０
０

〃

１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

５
５
２
，
０
０
０

〃

２
０
，
６
０
０
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船
外
機

連
続

大
出
力
が

３
．
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

２
４
３
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
３
０
０

〃

３
．
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
．
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

２
７
７
，
７
０
０

〃

９
，
９
０
０

〃

７
．
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
０
０
，
６
０
０

〃

１
１
，
３
０
０

〃

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
２
２
，
４
０
０

〃

１
２
，
４
０
０

〃

３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
９
５
，
４
０
０

〃

１
５
，
２
０
０

〃

７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

４
７
２
，
６
０
０

〃

１
７
，
９
０
０

〃

１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

５
５
２
，
０
０
０

〃

２
０
，
６
０
０

自
動
呼
吸
弁

内
径
が

１
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

５
９
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

８
４
０

〃

１
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

６
７
，
９
０
０

〃

２
，
０
５
０

液
量
計
測
装
置

１
１
７
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
５
０
０

ゴ
ム
ホ
ー
ス

４
４
，
４
０
０

１
本
に
つ
き

１
０
０

浸
水
警
報
装
置

検
知
器

１
１
２
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
７
０
０

警
報
盤

１
３
２
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
９
０
０

自
動
操

だ舵
装
置

航
跡
制
御
装
置
の
も
の

３
３
３
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
０
，
１
０
０

船
首
方
位
制
御
装
置
の
も
の

３
０
２
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

９
，
６
０
０

非
常
用

え
い曳

航
設
備

１
２
８
，
１
０
０

１
式
に
つ
き

５
，
７
０
０

呼
吸
保
護
具

９
０
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

３
６
０

呼
吸
保
護
具
の
フ
ィ
ル
タ
ー

３
０
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

３
０

救
命
艇

部
分
閉
囲
型
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

７
５
０
，
７
０
０

１
隻
に
つ
き

２
７
，
７
０
０

そ
の
他
の
部
分
閉
囲
型
救
命
艇

７
２
４
，
１
０
０

〃

２
７
，
７
０
０

全
閉
囲
型
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

７
８
４
，
２
０
０

〃

２
９
，
８
０
０

そ
の
他
の
全
閉
囲
型
救
命
艇

７
４
５
，
４
０
０

〃

２
９
，
８
０
０

空
気
自
給
式
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

８
０
５
，
６
０
０

〃

３
０
，
８
０
０

そ
の
他
の
空
気
自
給
式
救
命
艇

７
７
８
，
９
０
０

〃

３
０
，
８
０
０

耐
火
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

８
８
８
，
６
０
０

〃

３
１
，
４
０
０

そ
の
他
の
耐
火
救
命
艇

８
４
９
，
７
０
０

〃

３
１
，
４
０
０

救
命
い
か
だ

小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

１
８
３
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
２
５
０

そ
の
他
の
救
命
い
か
だ

進
水
装
置
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

３
６
８
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

５
，
２
０
０

そ
の
他
の
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

３
３
２
，
６
０
０

〃

５
，
１
０
０

固
型
救
命
い
か
だ

２
９
５
，
８
０
０

〃

５
，
０
０
０

救
命
浮
器

小
型
船
舶
用
救
命
浮
器

１
４
５
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

７
７
０

そ
の
他
の
救
命
浮
器

１
８
１
，
４
０
０

〃

９
９
０

救
助
艇

一
般
救
助
艇

膨
脹
型
一
般
救
助
艇

６
６
８
，
１
０
０

１
隻
に
つ
き

２
２
，
４
０
０

固
型
一
般
救
助
艇

６
１
５
，
９
０
０

〃

２
１
，
３
０
０

複
合
型
一
般
救
助
艇

６
８
６
，
７
０
０

〃

２
２
，
４
０
０

高
速
救
助
艇

膨
脹
型
高
速
救
助
艇

６
９
７
，
４
０
０

１
隻
に
つ
き

２
２
，
４
０
０

固
型
高
速
救
助
艇

６
４
２
，
６
０
０

〃

２
１
，
３
０
０

複
合
型
高
速
救
助
艇

７
０
２
，
７
０
０

〃

２
２
，
４
０
０

救
命
浮
環

小
型
船
舶
用
救
命
浮
環

１
２
５
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
７
０

そ
の
他
の
救
命
浮
環

１
５
７
，
４
０
０

〃

２
４
０

救
命
浮
環
の
救
命
索

３
２
，
２
０
０

３
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

７
０

救
命
胴
衣

小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣

１
０
６
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
４
０

そ
の
他
の
救
命
胴
衣

１
３
６
，
６
０
０

〃

１
８
０

小
型
船
舶
用
救
命
浮
輪
又
は
小
型
船
舶
用
救
命
ク
ッ
シ
ョ
ン

１
２
５
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
７
０

小
型
船
舶
用
浮
力
補
助
具

６
８
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

１
１
０
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イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

２
０
４
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

８
４
０

そ
の
他
の
イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

１
６
４
，
３
０
０

〃

７
２
０

耐
暴
露
服

１
５
７
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

７
５
０

救
命
器
具
の
浮
力
材
料

７
０
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

１
８
０

救
命
器
具
の
布
地

４
６
，
６
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

３
１
０

救
命
器
具
の
ガ
ス
発
生
器

１
０
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
４
０

高
圧
ガ
ス
容
器
の
弁

７
５
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

１
０
０

キ
ャ
ノ
ピ
ー
灯

８
６
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

２
５
０

室
内
灯

７
３
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

２
５
０

手
動
ポ
ン
プ

４
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

４
８
０

救
命
艇
又
は
救
助
艇
の
内
燃
機
関

３
２
９
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

１
１
，
３
０
０

つ
り
索
の
離
脱
装
置

８
６
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
６
０
０

救
助
艇
の
船
外
機

３
９
０
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

１
６
，
３
０
０

救
命
艇
、
救
命
い
か
だ
又

は
救
助
艇
の

ぎ艤
装
品

コ
ン
パ
ス

７
０
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

７
８
０

シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

３
１
，
６
０
０

〃

３
０
０

救
難
食
糧

８
３
，
９
０
０

〃

１
３
０

飲
料
水

４
６
，
６
０
０

〃

７
０

海
水
脱
塩
装
置

１
０
０
，
９
０
０

〃

３
９
０

応
急
医
療
具
（
医
療
器
具
及
び
薬
品
の
両
方
を
含
む
も
の
）

４
６
，
６
０
０

〃

４
８
０

応
急
医
療
具
の
部
分
（
医
療
器
具
の
み
の
も
の
）

４
３
，
９
０
０

〃

４
５
０

応
急
医
療
具
の
部
分
（
薬
品
の
み
の
も
の
）

４
４
，
４
０
０

〃

４
５
０

保
温
具

７
８
，
０
０
０

〃

１
６
０

保
護
カ
バ
ー

４
６
，
６
０
０

〃

４
３
０

水
密
電
気
灯

４
６
，
６
０
０

〃

３
０
０

日
光
信
号
鏡

３
１
，
６
０
０

〃

１
３
０

レ
ー
ダ
ー
反
射
器

４
９
，
２
０
０

〃

１
３
０

海
面
着
色
剤

４
９
，
２
０
０

〃

１
３
０

救
命
索
発
射
器

１
０
８
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

３
０
０

救
命
索
発
射
器
の
発
射
体

４
６
，
６
０
０

４
個
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
５
０

救
命
索
発
射
器
の
救
命
索

４
６
，
６
０
０

４
本
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
８
０

救
命
い
か
だ
支
援
艇

３
０
１
，
７
０
０

１
隻
に
つ
き

１
７
，
８
０
０

自
己
点
火
灯

小
型
船
舶
用
自
己
点
火

灯

電
池
式
の
も
の

１
５
８
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

２
２
０

電
池
式
以
外
の
も
の

１
５
８
，
４
０
０

〃

９
０

そ
の
他
の
自
己
点
火
灯

電
池
式
の
も
の

２
０
２
，
１
０
０

〃

３
０
０

電
池
式
以
外
の
も
の

２
０
２
，
１
０
０

〃

１
３
０

自
己
発
煙
信
号

小
型
船
舶
用
自
己
発
煙
信
号

１
５
８
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
７
０

そ
の
他
の
自
己
発
煙
信
号

２
０
２
，
１
０
０

〃

２
４
０

救
命
胴
衣
灯

６
１
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

８
０

落
下
傘
付
信
号

２
０
２
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

２
４
０

火
せ
ん

小
型
船
舶
用
火
せ
ん

１
５
８
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

９
０

そ
の
他
の
火
せ
ん

２
０
２
，
１
０
０

〃

１
３
０

信
号
紅
炎

小
型
船
舶
用
信
号
紅
炎

１
５
８
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

９
０

そ
の
他
の
信
号
紅
炎

２
０
２
，
１
０
０

〃

１
３
０

発
煙
浮
信
号

２
０
２
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

２
４
０

浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
６
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
４
０
０
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非
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
６
０
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
４
０
０

小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
２
８
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
５
５
０

レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

１
２
５
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
３
５
０

そ
の
他
の
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

１
５
７
，
４
０
０

〃

６
，
２
０
０

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

小
型
船
舶
用
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

１
５
３
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
１
０
０

そ
の
他
の
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

１
９
６
，
５
０
０

〃

６
，
０
０
０

持
運
び
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
６
８
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

９
，
０
０
０

固
定
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
６
８
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

９
，
０
０
０

船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
６
８
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

９
，
０
０
０

探
照
灯

８
４
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
５
０

再
帰
反
射
材

５
０
，
８
０
０

５
０
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数

に
つ
き

２
０

救
命
い
か
だ
又
は
救
命
浮
器
の
架
台

４
５
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

５
２
０

自
動
離
脱
装
置

７
０
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

４
２
０

ウ
ィ
ー
ク
・
リ
ン
ク

３
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

２
０
０

乗
込
装
置

降
下
式
乗
込
装
置

３
５
９
，
２
０
０

１
台
に
つ
き

１
３
，
５
０
０

そ
の
他
の
乗
込
装
置

７
０
，
５
０
０

〃

４
１
０

消
火
ポ
ン
プ

１
３
７
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
０
０

非
常
ポ
ン
プ

１
４
４
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
８
５
０

消
火
ホ
ー
ス

４
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

７
８
０

ノ
ズ
ル

３
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
４
０

水
噴
霧
放
射
器

３
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

２
７
０

水
噴
霧
ラ
ン
ス

９
２
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

７
９
０

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

８
５
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

７
９
０

国
際
陸
上
施
設
連
結
具

３
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

３
９
０

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
・
ヘ
ッ
ド

３
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

３
９
０

機
関
室
局
所
消
火
装
置

３
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

３
８
０

消
火
器

自
動
拡
散
型
液
体
消
火
器

８
６
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

３
４
０

自
動
拡
散
型
粉
末
消
火
器

８
６
，
５
０
０

〃

３
４
０

そ
の
他
の
消
火
器

小
型
船
舶
用
消
火
器

１
３
１
，
８
０
０

〃

３
６
０

小型船舶用消火器以外の消火器 固
定
式
の
も
の

２
２
９
，
３
０
０

〃

２
，
９
０
０

移
動
式
の
も
の

２
０
３
，
３
０
０

〃

１
，
５
０
０

持
運
び
式
の
も
の

１
８
３
，
０
０
０

〃

６
２
０

簡
易
式
の
も
の

１
６
２
，
８
０
０

〃

５
１
０

消
火
剤

消
火
器
用
消
火
剤

持
運
び
式
又
は
簡
易
式
消
火
器
用
の
も
の

１
１
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
３
０

固
定
式
又
は
移
動
式
消
火
器
用
の
も
の

１
２
４
，
９
０
０

〃

４
２
０
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固
定
式
鎮
火
性
ガ
ス
消
火
装
置
用
消
火
剤
（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
に
限
る
。
）

１
４
２
，
９
０
０

６
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
，
０
５
０

固
定
式
泡
消
火
装
置
用
消
火
剤
又
は
固
定
式
高
膨
脹
泡
消
火
装
置
用
消
火
剤

１
３
８
，
８
０
０

２
０
０
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

５
，
０
０
０

持
運
び
式
泡
放
射
器

８
６
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
７
０
０

個
人
装
具
（
安
全
灯
及
び
お
の
を
除
く
。
）

１
１
１
，
６
０
０

１
組
に
つ
き

４
，
４
５
０

安
全
灯

１
１
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

４
８
０

呼
吸
具

防
煙
ヘ
ル
メ
ッ
ト

１
１
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

５
０
０

防
煙
マ
ス
ク

１
１
１
，
６
０
０

〃

５
０
０

自
蔵
式
呼
吸
具

１
１
１
，
６
０
０

〃

５
０
０

送
気
式
呼
吸
具

１
１
１
，
６
０
０

〃

４
９
０

呼
吸
具
の
清
浄
缶

４
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
５
０

呼
吸
具
の
酸
素
発
生
缶

４
６
，
６
０
０

〃

１
５
０

命
綱

５
４
，
６
０
０

１
本
に
つ
き

４
２
０

火
災
探
知
装
置
の
部
分

探
知
器

１
７
９
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
５
５
０

制
御
盤

１
５
８
，
５
０
０

〃

１
，
８
０
０

表
示
盤

４
４
，
８
０
０

〃

６
６
０

検
出
器

５
９
，
９
０
０

〃

９
３
０

手
動
火
災
警
報
装
置

４
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

５
０
０

非
常
標
識

電
気
式
の
も
の

３
５
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

９
３
０

電
気
式
以
外
の
も
の

２
９
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
６
０

蓄
電
池
一
体
型
非
常
照
明
装
置

１
１
３
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
８
０
０

持
運
び
式
電
気
灯

１
０
９
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
３
０
０

非
常
脱
出
用
呼
吸
器

１
０
０
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

４
２
０

船
灯

第
一
種
マ
ス
ト
灯

１
４
２
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

７
２
０

第
二
種
マ
ス
ト
灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

第
三
種
マ
ス
ト
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

４
８
０

第
四
種
マ
ス
ト
灯

７
８
，
５
０
０

〃

４
２
０

第
一
種

げ
ん舷

灯

１
４
２
，
７
０
０

〃

７
２
０

第
二
種

げ
ん舷

灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

第
三
種

げ
ん舷

灯

７
８
，
５
０
０

〃

４
２
０

第
一
種
両
色
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

４
８
０

第
二
種
両
色
灯

７
８
，
５
０
０

〃

４
２
０

第
一
種
船
尾
灯

１
４
２
，
７
０
０

〃

７
２
０

第
二
種
船
尾
灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

第
一
種
引
き
船
灯

１
４
２
，
７
０
０

〃

７
２
０

第
二
種
引
き
船
灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

第
一
種
白
灯

１
４
２
，
７
０
０

〃

７
２
０

第
二
種
白
灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

第
一
種
紅
灯

１
４
２
，
７
０
０

〃

７
２
０

第
二
種
紅
灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

第
一
種
緑
灯

１
４
２
，
７
０
０

〃

７
２
０

第
二
種
緑
灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

第
一
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

５
８
０

第
二
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

５
８
０

第
三
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
０
，
７
０
０

〃

５
８
０

第
四
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
０
，
７
０
０

〃

５
８
０
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第
一
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

５
８
０

第
二
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

５
８
０

第
一
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

１
４
２
，
７
０
０

〃

７
２
０

第
二
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

第
一
種
三
色
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

４
８
０

第
二
種
三
色
灯

７
８
，
５
０
０

〃

４
２
０

操
船
信
号
灯

１
３
７
，
４
０
０

〃

５
４
０

白
色
底
び
き
網
漁
業
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

５
８
０

紅
色
底
び
き
網
漁
業
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

５
８
０

か
け
ま
わ
し
漁
法
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

５
８
０

き
ん
ち
ゃ
く
網
漁
業
灯

１
３
２
，
１
０
０

〃

５
８
０

形
象
物

３
６
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

１
３
０

国
際
信
号
旗

４
２
，
８
０
０

１
枚
に
つ
き

１
８
０

国
際
信
号
旗
の
布
地

４
６
，
６
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
８
０

信
号
灯

７
１
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
５
０
０

汽
笛

音圧が１
１
１
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
１
５
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

９
０
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
５
０

〃１
１
５
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
２
０
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

９
６
，
１
０
０

〃

３
，
１
０
０

〃１
２
０
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
３
０
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

１
０
１
，
４
０
０

〃

３
，
３
０
０

〃１
３
０
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
３
８
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

２
８
９
，
５
０
０

〃

６
，
５
０
０

〃１
３
８
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
４
３
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

３
２
８
，
４
０
０

〃

９
，
７
０
０

〃１
４
３
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

３
７
２
，
６
０
０

〃

１
３
，
１
０
０

号
鐘

５
０
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

６
５
０

ど
ら

４
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

６
１
０

電
子
海
図
情
報
表
示
装
置

３
３
５
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

２
４
，
５
０
０

ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機

１
５
９
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
４
０
０

高
機
能
グ
ル
ー
プ
呼
出
受
信
機

１
５
９
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
４
０
０

航
海
用
レ
ー
ダ
ー

４
２
０
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

２
０
，
３
０
０

電
子
プ
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
装
置

２
２
６
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
６
，
７
０
０

自
動
物
標
追
跡
装
置

２
３
８
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
８
，
４
０
０

自
動
衝
突
予
防
援
助
装
置

５
１
３
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

３
０
，
５
０
０

磁
気
コ
ン
パ
ス

１
３
７
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
０
０

磁
気
コ
ン
パ
ス
の
羅
盆

４
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
５
０
０

磁
気
コ
ン
パ
ス
の
自
差
修
正
装
置
付
架
台

９
７
，
２
０
０

〃

２
，
５
５
０

方
位
測
定
コ
ン
パ
ス
装
置

２
７
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

３
３
０

ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス

２
２
８
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

１
８
，
４
０
０

ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
の
レ
ピ
ー
タ

８
８
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
０
０

船
首
方
位
伝
達
装
置

１
９
２
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

８
，
８
０
０

音
響
測
深
機

１
７
６
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
２
，
２
０
０

第
一
種
衛
星
航
法
装
置

３
８
７
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

２
１
，
５
０
０

第
二
種
衛
星
航
法
装
置

１
７
２
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

８
，
１
０
０

船
速
距
離
計

２
４
５
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

１
５
，
３
０
０

回
頭
角
速
度
計

７
０
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
０
０
０

音
響
受
信
装
置

１
２
９
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

５
，
２
０
０
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船
舶
自
動
識
別
装
置

３
８
６
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

２
２
，
４
０
０

航
海
情
報
記
録
装
置

４
０
４
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

２
４
，
５
０
０

簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置

３
３
０
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

２
１
，
０
０
０

Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｍ
Ｆ
又
は
Ｈ
Ｆ
用
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出

装
置

送
受
信
機
を
有
し
な
い
も
の

２
１
９
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

１
２
，
８
０
０

そ
の
他
の
も
の

３
７
８
，
６
０
０

〃

１
６
，
４
０
０

Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｍ
Ｆ
又
は
Ｈ
Ｆ
用
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
聴
守
装
置

２
９
１
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

１
４
，
６
０
０

水
先
人
用
は
し
ご

８
９
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

７
８
０

第
一
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置

１
８
８
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
５
０
０

第
二
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置

１
２
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
２
５
０

航
海
用
レ
ー
ダ
ー
反
射
器

４
９
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

１
３
０

シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

２
７
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
９
５
０

荷
役
ホ
ー
ス

１
２
８
，
１
０
０

１
本
に
つ
き

１
，
９
０
０

持
運
び
式
機
械
通
風
装
置

１
１
５
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
９
５
０

固
定
式
ガ
ス
検
知
装
置
の

部
品

検
知
器

１
２
０
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
０
５
０

指
示
警
報
部

９
６
，
６
０
０

〃

１
，
６
０
０

検
出
端
部

６
４
，
１
０
０

〃

７
２
０

検
知
管
式
ガ
ス
検
知
器

１
２
４
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
９
５
０

ガ
ス
検
知
管

２
８
，
４
０
０

１
０
本
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

５
０

持
運
び
式
ガ
ス
検
知
器

複
合
型
の
も
の

１
９
４
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
２
０
０

そ
の
他
の
も
の

１
４
８
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
３
０
０

甲
板
洗
浄
機

７
８
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
２
０
０

防
爆
型
の
電
気
器
具

２
０
２
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

７
８
０

定
周
波
装
置

７
３
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
２
０
０

コ
ン
テ
ナ

フ
ラ
ッ
ト
ラ
ッ
ク
型
の
も
の

１
６
３
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
６
５
０

そ
の
他
の
型
の
も
の

２
３
７
，
７
０
０

〃

５
，
７
０
０

作
業
用
救
命
衣

小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

１
１
０
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

１
５
０

そ
の
他
の
作
業
用
救
命
衣

１
０
７
，
９
０
０

〃

１
５
０

完
全
保
護
衣

９
８
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
６
０
０

完
全
保
護
衣
の
手
袋

６
１
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

４
５
０

完
全
保
護
衣
の
長
靴

６
２
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

４
５
０

第
８
条
の
承
認

１
件
に
つ
き

９
，
３
０
０
円

第
１
５
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付

１
通
に
つ
き

１
，
５
５
０
円

第
１
５
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
の
再
交
付

１
通
に
つ
き

３
，
１
０
０
円

別
表
第
一
の
二
（
第
２
９
条
関
係
）

型
式
承
認
（
単
位
　
円
）

検
定
（
単
位
　
円
）

型
式
承
認
及
び
検
定

小
型
船
舶

旅
客
船

７
４
２
，
０
０
０

１
隻
に
つ
き

１
６
，
９
０
０

旅
客
船
以
外
の
も
の

５
５
２
，
９
０
０

〃

１
２
，
５
０
０

小
型
船
舶
の
船
体

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
８
９
，
６
０
０

１
隻
に
つ
き

３
，
８
０
０

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
以
上
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

２
９
５
，
１
０
０

〃

７
，
５
０
０

長
さ
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

４
１
６
，
５
０
０

〃

１
０
，
９
０
０

倉
口

が
い蓋

板

鋼
製
の
も
の

５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
３
２
，
１
０
０

１
式
に
つ
き

７
，
７
０
０

５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
８
６
，
９
０
０

〃

９
，
２
０
０

１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

２
７
１
，
１
０
０

〃

１
１
，
０
０
０

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

３
５
５
，
２
０
０

〃

１
４
，
３
０
０

18



木
製
の
も
の

１
３
２
，
１
０
０

１
枚
に
つ
き

１
８
０

倉
口
覆
布

１
２
５
，
３
０
０

１
枚
に
つ
き

１
，
５
５
０

倉
口
覆
布
の
布
地

７
０
，
４
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

３
０
０

倉
口
覆
布
の
防
水
布
地

７
０
，
４
０
０

〃

１
９
０

倉
口
覆
布
の
防
水
剤

５
９
，
７
０
０

１
８
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

３
０
０

げ
ん舷

窓

８
７
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

１
５
０

不
燃
性
材
料

６
２
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

３
７
０

防
火
戸
、
防
火
窓
、
防
火
ダ
ン
パ
ー
そ
の
他
の
仕
切
り
の
材
料

１
４
６
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
３
０
０

防
煙
ダ
ン
パ
ー

１
４
７
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
８
０
０

火
災
の
危
険
の
少
な
い
家
具
及
び
備
品

７
８
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
１
０
０

防
火
戸
の
動
力
開
閉
装
置

９
１
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
６
０
０

送
風
機

羽
根
車
の
外
径
が

０
．
６
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

９
７
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
８
５
０

〃

０
．
６
メ
ー
ト
ル
以
上
０
．
９
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
０
２
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
４
５
０

〃

０
．
９
メ
ー
ト
ル
以
上
１
．
２
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
２
２
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
１
５
０

〃

１
．
２
メ
ー
ト
ル
以
上
１
．
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
２
６
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

７
，
０
０
０

〃

１
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１
３
１
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

１
０
，
３
０
０

冷
却
装
置
の
管
装
置
の
防
熱
材

７
７
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

２
２
０

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
防
湿
用
表
面
材

７
７
，
４
０
０

〃

２
２
０

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
接
着
剤

７
７
，
４
０
０

〃

２
３
０

表
面
仕
上
材

８
８
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

２
３
０

居
住
区
域
内
に
設
け
る
隔
壁
又
は
甲
板
の
材
料

１
２
１
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
３
０
０

高
速
排
気
装
置

２
０
２
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
２
５
０

フ
レ
ー
ム
ア
レ
ス
タ

１
７
３
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

６
３
０

船
体
用
材
料

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
樹
脂

２
０
４
，
０
０
０

１
８
０
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
０
０

ガ
ラ
ス
繊
維

ロ
ー
ビ
ン
グ

１
８
０
，
０
０
０

１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
０

ロ
ー
ビ
ン
グ
ク
ロ
ス
又
は
チ
ョ
ッ
プ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
マ
ッ
ト

１
８
０
，
０
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
０
０

ゴ
ム
布

２
０
１
，
４
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

４
１
０

内
燃
機
関

連
続

大
出
力
が

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

２
４
２
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

５
，
８
０
０

〃

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

２
７
９
，
１
０
０

〃

１
０
，
２
０
０

船
内
外
機

連
続

大
出
力
が

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
０
２
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
０
，
６
０
０

〃

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
２
２
，
３
０
０

〃

１
２
，
４
０
０

〃

３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
９
５
，
２
０
０

〃

１
４
，
６
０
０

〃

７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

４
７
２
，
５
０
０

〃

１
７
，
４
０
０

〃

１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

５
５
１
，
８
０
０

〃

２
０
，
４
０
０

船
外
機

連
続

大
出
力
が

３
．
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

２
４
２
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
２
０
０

〃

３
．
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
．
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

２
７
７
，
５
０
０

〃

９
，
８
０
０

〃

７
．
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
０
０
，
５
０
０

〃

１
１
，
１
０
０

〃

１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
２
２
，
３
０
０

〃

１
２
，
２
０
０

〃

３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

３
９
５
，
２
０
０

〃

１
５
，
０
０
０

〃

７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

４
７
２
，
５
０
０

〃

１
７
，
７
０
０

〃

１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

５
５
１
，
８
０
０

〃

２
０
，
４
０
０

自
動
呼
吸
弁

内
径
が

１
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

５
９
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

８
３
０

〃

１
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

６
７
，
７
０
０

〃

２
，
０
５
０

液
量
計
測
装
置

１
１
７
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
４
５
０

ゴ
ム
ホ
ー
ス

４
４
，
２
０
０

１
本
に
つ
き

９
０
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浸
水
警
報
装
置

検
知
器

１
１
１
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
６
５
０

警
報
盤

１
３
２
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
９
０
０

自
動
操

だ舵
装
置

航
跡
制
御
装
置
の
も
の

３
３
３
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
０
，
０
０
０

船
首
方
位
制
御
装
置
の
も
の

３
０
２
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

９
，
５
０
０

非
常
用

え
い曳

航
設
備

１
２
７
，
９
０
０

１
式
に
つ
き

５
，
６
０
０

呼
吸
保
護
具

９
０
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

３
５
０

呼
吸
保
護
具
の
フ
ィ
ル
タ
ー

３
０
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

３
０

救
命
艇

部
分
閉
囲
型
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

７
５
０
，
５
０
０

１
隻
に
つ
き

２
７
，
５
０
０

そ
の
他
の
部
分
閉
囲
型
救
命
艇

７
２
３
，
９
０
０

〃

２
７
，
５
０
０

全
閉
囲
型
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

７
８
４
，
０
０
０

〃

２
９
，
６
０
０

そ
の
他
の
全
閉
囲
型
救
命
艇

７
４
５
，
２
０
０

〃

２
９
，
６
０
０

空
気
自
給
式
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

８
０
５
，
４
０
０

〃

３
０
，
６
０
０

そ
の
他
の
空
気
自
給
式
救
命
艇

７
７
８
，
７
０
０

〃

３
０
，
６
０
０

耐
火
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

８
８
８
，
４
０
０

〃

３
１
，
２
０
０

そ
の
他
の
耐
火
救
命
艇

８
４
９
，
６
０
０

〃

３
１
，
２
０
０

救
命
い
か
だ

小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

１
８
２
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
２
５
０

そ
の
他
の
救
命
い
か
だ

進
水
装
置
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

３
６
８
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

５
，
１
０
０

そ
の
他
の
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

３
３
２
，
４
０
０

〃

５
，
１
０
０

固
型
救
命
い
か
だ

２
９
５
，
７
０
０

〃

５
，
０
０
０

救
命
浮
器

小
型
船
舶
用
救
命
浮
器

１
４
５
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

７
６
０

そ
の
他
の
救
命
浮
器

１
８
１
，
２
０
０

〃

９
８
０

救
助
艇

一
般
救
助
艇

膨
脹
型
一
般
救
助
艇

６
６
７
，
９
０
０

１
隻
に
つ
き

２
２
，
１
０
０

固
型
一
般
救
助
艇

６
１
５
，
７
０
０

〃

２
１
，
１
０
０

複
合
型
一
般
救
助
艇

６
８
６
，
６
０
０

〃

２
２
，
１
０
０

高
速
救
助
艇

膨
脹
型
高
速
救
助
艇

６
９
７
，
２
０
０

１
隻
に
つ
き

２
２
，
１
０
０

固
型
高
速
救
助
艇

６
４
２
，
４
０
０

〃

２
１
，
１
０
０

複
合
型
高
速
救
助
艇

７
０
２
，
６
０
０

〃

２
２
，
１
０
０

救
命
浮
環

小
型
船
舶
用
救
命
浮
環

１
２
５
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

１
７
０

そ
の
他
の
救
命
浮
環

１
５
７
，
２
０
０

〃

２
３
０

救
命
浮
環
の
救
命
索

３
２
，
０
０
０

３
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

７
０

救
命
胴
衣

小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣

１
０
６
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
４
０

そ
の
他
の
救
命
胴
衣

１
３
６
，
４
０
０

〃

１
８
０

小
型
船
舶
用
救
命
浮
輪
又
は
小
型
船
舶
用
救
命
ク
ッ
シ
ョ
ン

１
２
５
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

１
７
０

小
型
船
舶
用
浮
力
補
助
具

６
８
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
１
０

イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

２
０
４
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

８
３
０

そ
の
他
の
イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

１
６
４
，
１
０
０

〃

７
１
０

耐
暴
露
服

１
５
７
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

７
５
０

救
命
器
具
の
浮
力
材
料

７
０
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
８
０

救
命
器
具
の
布
地

４
６
，
４
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

３
１
０

救
命
器
具
の
ガ
ス
発
生
器

１
０
１
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

１
３
０

高
圧
ガ
ス
容
器
の
弁

７
５
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

１
０
０

キ
ャ
ノ
ピ
ー
灯

８
６
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

２
４
０

室
内
灯

７
３
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

２
４
０

手
動
ポ
ン
プ

４
６
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
７
０
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救
命
艇
又
は
救
助
艇
の
内
燃
機
関

３
２
９
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

１
１
，
２
０
０

つ
り
索
の
離
脱
装
置

８
６
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
５
５
０

救
助
艇
の
船
外
機

３
８
９
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

１
６
，
１
０
０

救
命
艇
、
救
命
い
か
だ
又

は
救
助
艇
の

ぎ艤
装
品

コ
ン
パ
ス

７
０
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

７
７
０

シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

３
１
，
４
０
０

〃

３
０
０

救
難
食
糧

８
３
，
７
０
０

〃

１
３
０

飲
料
水

４
６
，
４
０
０

〃

７
０

海
水
脱
塩
装
置

１
０
０
，
７
０
０

〃

３
９
０

応
急
医
療
具
（
医
療
器
具
及
び
薬
品
の
両
方
を
含
む
も
の
）

４
６
，
４
０
０

〃

４
７
０

応
急
医
療
具
の
部
分
（
医
療
器
具
の
み
の
も
の
）

４
３
，
７
０
０

〃

４
５
０

応
急
医
療
具
の
部
分
（
薬
品
の
み
の
も
の
）

４
４
，
２
０
０

〃

４
５
０

保
温
具

７
７
，
８
０
０

〃

１
６
０

保
護
カ
バ
ー

４
６
，
４
０
０

〃

４
２
０

水
密
電
気
灯

４
６
，
４
０
０

〃

２
９
０

日
光
信
号
鏡

３
１
，
４
０
０

〃

１
３
０

レ
ー
ダ
ー
反
射
器

４
９
，
０
０
０

〃

１
３
０

海
面
着
色
剤

４
９
，
０
０
０

〃

１
３
０

救
命
索
発
射
器

１
０
８
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

２
９
０

救
命
索
発
射
器
の
発
射
体

４
６
，
４
０
０

４
個
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
４
０

救
命
索
発
射
器
の
救
命
索

４
６
，
４
０
０

４
本
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
８
０

救
命
い
か
だ
支
援
艇

３
０
１
，
５
０
０

１
隻
に
つ
き

１
７
，
６
０
０

自
己
点
火
灯

小
型
船
舶
用
自
己
点
火

灯

電
池
式
の
も
の

１
５
８
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

２
２
０

電
池
式
以
外
の
も
の

１
５
８
，
２
０
０

〃

８
０

そ
の
他
の
自
己
点
火
灯

電
池
式
の
も
の

２
０
１
，
９
０
０

〃

３
０
０

電
池
式
以
外
の
も
の

２
０
１
，
９
０
０

〃

１
３
０

自
己
発
煙
信
号

小
型
船
舶
用
自
己
発
煙
信
号

１
５
８
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

１
７
０

そ
の
他
の
自
己
発
煙
信
号

２
０
１
，
９
０
０

〃

２
３
０

救
命
胴
衣
灯

６
１
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

８
０

落
下
傘
付
信
号

２
０
１
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

２
３
０

火
せ
ん

小
型
船
舶
用
火
せ
ん

１
５
８
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

８
０

そ
の
他
の
火
せ
ん

２
０
１
，
９
０
０

〃

１
３
０

信
号
紅
炎

小
型
船
舶
用
信
号
紅
炎

１
５
８
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

８
０

そ
の
他
の
信
号
紅
炎

２
０
１
，
９
０
０

〃

１
３
０

発
煙
浮
信
号

２
０
１
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

２
３
０

浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
６
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
３
０
０

非
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
６
０
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
３
０
０

小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
２
８
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
５
０
０

レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

１
２
５
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
３
０
０

そ
の
他
の
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

１
５
７
，
２
０
０

〃

６
，
１
０
０

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

小
型
船
舶
用
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

１
５
３
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
０
５
０

そ
の
他
の
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

１
９
６
，
３
０
０

〃

５
，
９
０
０

持
運
び
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
６
７
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

８
，
９
０
０

固
定
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
６
７
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

８
，
９
０
０

船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
６
７
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

８
，
９
０
０

探
照
灯

８
４
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

４
４
０
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再
帰
反
射
材

５
０
，
６
０
０

５
０
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数

に
つ
き

２
０

救
命
い
か
だ
又
は
救
命
浮
器
の
架
台

４
４
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

５
１
０

自
動
離
脱
装
置

７
０
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
２
０

ウ
ィ
ー
ク
・
リ
ン
ク

３
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
９
０

乗
込
装
置

降
下
式
乗
込
装
置

３
５
９
，
０
０
０

１
台
に
つ
き

１
３
，
４
０
０

そ
の
他
の
乗
込
装
置

７
０
，
４
０
０

〃

４
０
０

消
火
ポ
ン
プ

１
３
７
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
０
０

非
常
ポ
ン
プ

１
４
４
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
８
０
０

消
火
ホ
ー
ス

４
６
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

７
７
０

ノ
ズ
ル

３
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
３
０

水
噴
霧
放
射
器

３
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

２
７
０

水
噴
霧
ラ
ン
ス

９
１
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

７
８
０

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

８
５
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

７
８
０

国
際
陸
上
施
設
連
結
具

３
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

３
９
０

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
・
ヘ
ッ
ド

３
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

３
８
０

機
関
室
局
所
消
火
装
置

３
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

３
８
０

消
火
器

自
動
拡
散
型
液
体
消
火
器

８
６
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

３
３
０

自
動
拡
散
型
粉
末
消
火
器

８
６
，
３
０
０

〃

３
３
０

そ
の
他
の
消
火
器

小
型
船
舶
用
消
火
器

１
３
１
，
７
０
０

〃

３
６
０

小型船舶用消火器以外の消火器 固
定
式
の
も
の

２
２
９
，
１
０
０

〃

２
，
９
０
０

移
動
式
の
も
の

２
０
３
，
１
０
０

〃

１
，
５
０
０

持
運
び
式
の
も
の

１
８
２
，
８
０
０

〃

６
２
０

簡
易
式
の
も
の

１
６
２
，
６
０
０

〃

５
０
０

消
火
剤

消
火
器
用
消
火
剤

持
運
び
式
又
は
簡
易
式
消
火
器
用
の
も
の

１
１
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
３
０

固
定
式
又
は
移
動
式
消
火
器
用
の
も
の

１
２
４
，
７
０
０

〃

４
１
０

固
定
式
鎮
火
性
ガ
ス
消
火
装
置
用
消
火
剤
（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
に
限
る
。
）

１
４
２
，
７
０
０

６
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
，
０
０
０

固
定
式
泡
消
火
装
置
用
消
火
剤
又
は
固
定
式
高
膨
脹
泡
消
火
装
置
用
消
火
剤

１
３
８
，
６
０
０

２
０
０
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

４
，
９
５
０

持
運
び
式
泡
放
射
器

８
６
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
６
５
０

個
人
装
具
（
安
全
灯
及
び
お
の
を
除
く
。
）

１
１
１
，
４
０
０

１
組
に
つ
き

４
，
４
０
０

安
全
灯

１
１
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
７
０

呼
吸
具

防
煙
ヘ
ル
メ
ッ
ト

１
１
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
９
０

防
煙
マ
ス
ク

１
１
１
，
４
０
０

〃

４
９
０

自
蔵
式
呼
吸
具

１
１
１
，
４
０
０

〃

４
９
０

送
気
式
呼
吸
具

１
１
１
，
４
０
０

〃

４
９
０

呼
吸
具
の
清
浄
缶

４
６
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
５
０
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呼
吸
具
の
酸
素
発
生
缶

４
６
，
４
０
０

〃

１
５
０

命
綱

５
４
，
４
０
０

１
本
に
つ
き

４
１
０

火
災
探
知
装
置
の
部
分

探
知
器

１
７
９
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
５
５
０

制
御
盤

１
５
８
，
３
０
０

〃

１
，
８
０
０

表
示
盤

４
４
，
６
０
０

〃

６
５
０

検
出
器

５
９
，
７
０
０

〃

９
２
０

手
動
火
災
警
報
装
置

４
６
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
９
０

非
常
標
識

電
気
式
の
も
の

３
５
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

９
２
０

電
気
式
以
外
の
も
の

２
８
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
６
０

蓄
電
池
一
体
型
非
常
照
明
装
置

１
１
３
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
７
０
０

持
運
び
式
電
気
灯

１
０
９
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
２
５
０

非
常
脱
出
用
呼
吸
器

１
０
０
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

４
１
０

船
灯

第
一
種
マ
ス
ト
灯

１
４
２
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

７
１
０

第
二
種
マ
ス
ト
灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

第
三
種
マ
ス
ト
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

４
７
０

第
四
種
マ
ス
ト
灯

７
８
，
４
０
０

〃

４
２
０

第
一
種

げ
ん舷

灯

１
４
２
，
５
０
０

〃

７
１
０

第
二
種

げ
ん舷

灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

第
三
種

げ
ん舷

灯

７
８
，
４
０
０

〃

４
２
０

第
一
種
両
色
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

４
７
０

第
二
種
両
色
灯

７
８
，
４
０
０

〃

４
２
０

第
一
種
船
尾
灯

１
４
２
，
５
０
０

〃

７
１
０

第
二
種
船
尾
灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

第
一
種
引
き
船
灯

１
４
２
，
５
０
０

〃

７
１
０

第
二
種
引
き
船
灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

第
一
種
白
灯

１
４
２
，
５
０
０

〃

７
１
０

第
二
種
白
灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

第
一
種
紅
灯

１
４
２
，
５
０
０

〃

７
１
０

第
二
種
紅
灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

第
一
種
緑
灯

１
４
２
，
５
０
０

〃

７
１
０

第
二
種
緑
灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

第
一
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

５
７
０

第
二
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

５
７
０

第
三
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
０
，
５
０
０

〃

５
７
０

第
四
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
０
，
５
０
０

〃

５
７
０

第
一
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

５
７
０

第
二
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

５
７
０

第
一
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

１
４
２
，
５
０
０

〃

７
１
０

第
二
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

第
一
種
三
色
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

４
７
０

第
二
種
三
色
灯

７
８
，
４
０
０

〃

４
２
０

操
船
信
号
灯

１
３
７
，
２
０
０

〃

５
３
０

白
色
底
び
き
網
漁
業
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

５
７
０

紅
色
底
び
き
網
漁
業
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

５
７
０

か
け
ま
わ
し
漁
法
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

５
７
０
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き
ん
ち
ゃ
く
網
漁
業
灯

１
３
１
，
９
０
０

〃

５
７
０

形
象
物

３
６
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

１
３
０

国
際
信
号
旗

４
２
，
６
０
０

１
枚
に
つ
き

１
８
０

国
際
信
号
旗
の
布
地

４
６
，
４
０
０

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
８
０

信
号
灯

７
０
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
５
０
０

汽
笛

音圧が１
１
１
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
１
５
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

９
０
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
０
０

〃１
１
５
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
２
０
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

９
５
，
９
０
０

〃

３
，
０
５
０

〃１
２
０
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
３
０
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

１
０
１
，
２
０
０

〃

３
，
２
５
０

〃１
３
０
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
３
８
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

２
８
９
，
３
０
０

〃

６
，
４
０
０

〃１
３
８
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
４
３
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

３
２
８
，
２
０
０

〃

９
，
７
０
０

〃１
４
３
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

３
７
２
，
４
０
０

〃

１
３
，
０
０
０

号
鐘

５
０
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

６
４
０

ど
ら

４
６
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

６
０
０

電
子
海
図
情
報
表
示
装
置

３
３
５
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

２
４
，
３
０
０

ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機

１
５
８
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
３
０
０

高
機
能
グ
ル
ー
プ
呼
出
受
信
機

１
５
８
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
３
０
０

航
海
用
レ
ー
ダ
ー

４
２
０
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

２
０
，
１
０
０

電
子
プ
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
装
置

２
２
５
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
６
，
５
０
０

自
動
物
標
追
跡
装
置

２
３
８
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
８
，
２
０
０

自
動
衝
突
予
防
援
助
装
置

５
１
３
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

３
０
，
３
０
０

磁
気
コ
ン
パ
ス

１
３
７
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
０
０

磁
気
コ
ン
パ
ス
の
羅
盆

４
６
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
５
０
０

磁
気
コ
ン
パ
ス
の
自
差
修
正
装
置
付
架
台

９
７
，
０
０
０

〃

２
，
５
５
０

方
位
測
定
コ
ン
パ
ス
装
置

２
７
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

３
２
０

ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス

２
２
８
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

１
８
，
２
０
０

ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
の
レ
ピ
ー
タ

８
７
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
０
０

船
首
方
位
伝
達
装
置

１
９
１
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

８
，
７
０
０

音
響
測
深
機

１
７
５
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

１
２
，
１
０
０

第
一
種
衛
星
航
法
装
置

３
８
７
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

２
１
，
３
０
０

第
二
種
衛
星
航
法
装
置

１
７
２
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

８
，
０
０
０

船
速
距
離
計

２
４
５
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
５
，
２
０
０

回
頭
角
速
度
計

７
０
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
９
５
０

音
響
受
信
装
置

１
２
８
，
９
０
０

１
個
に
つ
き

５
，
２
０
０

船
舶
自
動
識
別
装
置

３
８
６
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

２
２
，
１
０
０

航
海
情
報
記
録
装
置

４
０
４
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

２
４
，
３
０
０

簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置

３
３
０
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

２
０
，
８
０
０

Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｍ
Ｆ
又
は
Ｈ
Ｆ
用
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出

装
置

送
受
信
機
を
有
し
な
い
も
の

２
１
９
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
２
，
６
０
０

そ
の
他
の
も
の

３
７
８
，
４
０
０

〃

１
６
，
２
０
０

Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｍ
Ｆ
又
は
Ｈ
Ｆ
用
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
聴
守
装
置

２
９
１
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

１
４
，
４
０
０

水
先
人
用
は
し
ご

８
９
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

７
７
０

第
一
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置

１
８
８
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
４
５
０

第
二
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置

１
２
６
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
２
０
０
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航
海
用
レ
ー
ダ
ー
反
射
器

４
９
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
３
０

シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

２
７
６
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
９
０
０

荷
役
ホ
ー
ス

１
２
７
，
９
０
０

１
本
に
つ
き

１
，
９
０
０

持
運
び
式
機
械
通
風
装
置

１
１
５
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
９
５
０

固
定
式
ガ
ス
検
知
装
置
の

部
品

検
知
器

１
２
０
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
０
０
０

指
示
警
報
部

９
６
，
４
０
０

〃

１
，
６
０
０

検
出
端
部

６
４
，
０
０
０

〃

７
１
０

検
知
管
式
ガ
ス
検
知
器

１
２
４
，
１
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
９
５
０

ガ
ス
検
知
管

２
８
，
３
０
０

１
０
本
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

５
０

持
運
び
式
ガ
ス
検
知
器

複
合
型
の
も
の

１
９
４
，
７
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
２
０
０

そ
の
他
の
も
の

１
４
８
，
２
０
０

１
個
に
つ
き

２
，
３
０
０

甲
板
洗
浄
機

７
７
，
８
０
０

１
個
に
つ
き

６
，
２
０
０

防
爆
型
の
電
気
器
具

２
０
２
，
５
０
０

１
個
に
つ
き

７
７
０

定
周
波
装
置

７
３
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

１
，
２
０
０

コ
ン
テ
ナ

フ
ラ
ッ
ト
ラ
ッ
ク
型
の
も
の

１
６
３
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

４
，
６
０
０

そ
の
他
の
型
の
も
の

２
３
７
，
６
０
０

〃

５
，
６
０
０

作
業
用
救
命
衣

小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

１
１
０
，
３
０
０

１
個
に
つ
き

１
５
０

そ
の
他
の
作
業
用
救
命
衣

１
０
７
，
７
０
０

〃

１
５
０

完
全
保
護
衣

９
８
，
６
０
０

１
個
に
つ
き

３
，
５
５
０

完
全
保
護
衣
の
手
袋

６
１
，
４
０
０

１
個
に
つ
き

４
４
０

完
全
保
護
衣
の
長
靴

６
２
，
０
０
０

１
個
に
つ
き

４
４
０

第
８
条
の
承
認

１
件
に
つ
き

９
，
１
０
０
円

第
１
５
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
の
交
付

１
通
に
つ
き

１
，
３
５
０
円

第
１
５
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
証
明
書
の
再
交
付

１
通
に
つ
き

２
，
８
５
０
円

別
表
第
二
（
第
２
９
条
関
係
）

　

検
定
（
単
位
　
円
）

検
定

小
型
船
舶

旅
客
船

１
隻
に
つ
き

１
５
，
２
０
０

旅
客
船
以
外
の
も
の

〃

１
１
，
１
０
０

　

小
型
船
舶
の
船
体

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
隻
に
つ
き

３
，
３
５
０

　

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
以
上
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

〃

６
，
７
０
０

　

長
さ
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

〃

１
０
，
０
０
０

　

倉
口

が
い蓋

板

鋼
製
の
も
の

５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
式
に
つ
き

６
，
９
０
０

　

５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

〃

８
，
３
０
０

　

　

１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

〃

９
，
７
０
０

　

　

　

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

〃

１
２
，
８
０
０

　

　

木
製
の
も
の

１
枚
に
つ
き

１
６
０

　

倉
口
覆
布

１
枚
に
つ
き

１
，
４
０
０

　

倉
口
覆
布
の
布
地

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
６
０

　

倉
口
覆
布
の
防
水
布
地

〃

１
６
０

　

倉
口
覆
布
の
防
水
剤

１
８
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き
　

２
６
０

　

げ
ん舷

窓

１
個
に
つ
き

１
３
０

　

不
燃
性
材
料

１
個
に
つ
き

３
３
０

防
火
戸
、
防
火
窓
、
防
火
ダ
ン
パ
ー
そ
の
他
の
仕
切
り
の
材
料

１
個
に
つ
き

１
，
１
５
０

防
煙
ダ
ン
パ
ー

１
個
に
つ
き

１
，
７
０
０
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火
災
の
危
険
の
少
な
い
家
具
及
び
備
品

１
個
に
つ
き

９
９
０

防
火
戸
の
動
力
開
閉
装
置

１
個
に
つ
き

２
，
３
０
０

送
風
機

羽
根
車
の
外
径
が
０
．
６
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

１
，
７
５
０

　
　
　
〃
　
　
　
０
．
６
メ
ー
ト
ル
以
上
０
．
９
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
，
３
０
０

　
　
　
〃
　
　
　
０
．
９
メ
ー
ト
ル
以
上
１
．
２
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

３
，
９
０
０

　
　
　
〃
　
　
　
１
．
２
メ
ー
ト
ル
以
上
１
．
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

６
，
６
０
０

　
　
　
〃
　
　
　
１
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１
個
に
つ
き

９
，
７
０
０

　

冷
却
装
置
の
管
装
置
の
防
熱
材

１
個
に
つ
き

１
９
０

　

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
防
湿
用
表
面
材

〃

１
９
０

　

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
接
着
剤

〃

２
０
０

表
面
仕
上
材

１
個
に
つ
き

２
０
０

居
住
区
域
内
に
設
け
る
隔
壁
又
は
甲
板
の
材
料

１
個
に
つ
き

１
，
２
５
０

　

高
速
排
気
装
置

１
個
に
つ
き

１
，
１
０
０

　

フ
レ
ー
ム
ア
レ
ス
タ

１
個
に
つ
き

５
５
０

　

船
体
用
材
料

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
樹
脂

１
８
０
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
８
０

　

　

ガ
ラ
ス
繊
維

ロ
ー
ビ
ン
グ

１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
０

　

　

　

ロ
ー
ビ
ン
グ
ク
ロ
ス
又
は
チ
ョ
ッ
プ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
マ
ッ
ト

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

９
０

　

　

ゴ
ム
布

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

３
６
０

　

内
燃
機
関

連
続

大
出
力
が
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

５
，
４
０
０

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

９
，
３
０
０

　

船
内
外
機

連
続

大
出
力
が
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

９
，
６
０
０

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
０
，
９
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
３
，
１
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
５
，
７
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

〃

１
８
，
６
０
０

　

船
外
機

連
続

大
出
力
が
３
．
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

５
，
５
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
３
．
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
．
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

９
，
０
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
７
．
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

９
，
８
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
０
，
８
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
３
，
４
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
６
，
０
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

〃

１
８
，
６
０
０

　

自
動
呼
吸
弁

内
径
が
１
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

７
６
０

　

　

　
〃
　
１
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

〃

１
，
９
０
０

液
量
計
測
装
置

１
個
に
つ
き

４
，
１
０
０

ゴ
ム
ホ
ー
ス

１
本
に
つ
き

９
０

　

浸
水
警
報
装
置

検
知
器

１
個
に
つ
き

１
，
５
０
０

　

　

警
報
盤

１
個
に
つ
き

１
，
７
０
０

　

自
動
操

だ舵
装
置

航
跡
制
御
装
置
の
も
の

１
個
に
つ
き

９
，
１
０
０

　

　

船
首
方
位
制
御
装
置
の
も
の

１
個
に
つ
き

８
，
７
０
０

　

非
常
用

え
い曳

航
設
備

１
式
に
つ
き

４
，
９
５
０

　

呼
吸
保
護
具

１
個
に
つ
き

３
２
０

　

呼
吸
保
護
具
の
フ
ィ
ル
タ
ー

１
個
に
つ
き

２
０

　

救
命
艇

部
分
閉
囲
型
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

１
隻
に
つ
き

２
５
，
３
０
０

　

　

そ
の
他
の
部
分
閉
囲
型
救
命
艇

〃

２
５
，
３
０
０
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全
閉
囲
型
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

〃

２
７
，
４
０
０

　

　

そ
の
他
の
全
閉
囲
型
救
命
艇

〃

２
７
，
４
０
０

　

　

空
気
自
給
式
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

〃

２
８
，
４
０
０

　

　

そ
の
他
の
空
気
自
給
式
救
命
艇

〃

２
８
，
４
０
０

　

　

耐
火
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

〃

２
８
，
９
０
０

　

　

そ
の
他
の
耐
火
救
命
艇

〃

２
８
，
９
０
０

　

救
命
い
か
だ

小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

１
個
に
つ
き

２
，
０
５
０

　

そ
の
他
の
救
命
い
か
だ

進
水
装
置
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

１
個
に
つ
き

４
，
７
５
０

　

　

そ
の
他
の
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

〃

４
，
７
０
０

　

　

固
型
救
命
い
か
だ

〃

４
，
６
０
０

　

救
命
浮
器

小
型
船
舶
用
救
命
浮
器

１
個
に
つ
き

７
０
０

　

そ
の
他
の
救
命
浮
器

〃

９
１
０

　

救
助
艇

一
般
救
助
艇

膨
脹
型
一
般
救
助
艇

１
隻
に
つ
き

２
０
，
３
０
０

　

　

固
型
一
般
救
助
艇

〃

１
９
，
３
０
０

　

　

　

複
合
型
一
般
救
助
艇

〃

２
０
，
３
０
０

　

　

高
速
救
助
艇

膨
脹
型
高
速
救
助
艇

１
隻
に
つ
き

２
０
，
３
０
０

　

　

固
型
高
速
救
助
艇

〃

１
９
，
３
０
０

　

　

　

複
合
型
高
速
救
助
艇

〃

２
０
，
３
０
０

　

救
命
浮
環

小
型
船
舶
用
救
命
浮
環

１
個
に
つ
き

１
５
０

　

そ
の
他
の
救
命
浮
環

〃

２
１
０

　

救
命
浮
環
の
救
命
索

３
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

６
０

　

救
命
胴
衣

小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣

１
個
に
つ
き

１
２
０

　

そ
の
他
の
救
命
胴
衣

〃

１
６
０

　

小
型
船
舶
用
救
命
浮
輪
又
は
小
型
船
舶
用
救
命
ク
ッ
シ
ョ
ン

１
個
に
つ
き

１
５
０

　

小
型
船
舶
用
浮
力
補
助
具

１
個
に
つ
き

１
０
０

　

イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

１
個
に
つ
き

７
６
０

　

そ
の
他
の
イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

〃

６
５
０

　

耐
暴
露
服

１
個
に
つ
き

６
８
０

　

救
命
器
具
の
浮
力
材
料

１
個
に
つ
き

１
６
０

　

救
命
器
具
の
布
地

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
８
０

　

救
命
器
具
の
ガ
ス
発
生
器

１
個
に
つ
き

１
２
０

　

高
圧
ガ
ス
容
器
の
弁

１
個
に
つ
き

９
０

　

キ
ャ
ノ
ピ
ー
灯

１
個
に
つ
き

２
２
０

　

室
内
灯

１
個
に
つ
き

２
２
０

　

手
動
ポ
ン
プ

１
個
に
つ
き

４
３
０

　

救
命
艇
又
は
救
助
艇
の
内
燃
機
関

１
個
に
つ
き

１
０
，
３
０
０

　

つ
り
索
の
離
脱
装
置

１
個
に
つ
き

１
，
４
５
０

　

救
助
艇
の
船
外
機

１
個
に
つ
き

１
４
，
５
０
０

　

救
命
艇
、
救
命
い
か
だ
又
は
救

助
艇
の

ぎ艤
装
品

コ
ン
パ
ス

１
個
に
つ
き

７
１
０

　

シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

〃

２
７
０

　

救
難
食
糧

〃

１
１
０

　

飲
料
水

〃

６
０

　

海
水
脱
塩
装
置

〃

３
５
０

　

応
急
医
療
具
（
医
療
器
具
及
び
薬
品
の
両
方
を
含
む
も
の
）

〃

４
３
０

　

応
急
医
療
具
の
部
分
（
医
療
器
具
の
み
の
も
の
）

〃

４
１
０
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応
急
医
療
具
の
部
分
（
薬
品
の
み
の
も
の
）

〃

４
１
０

　

　

保
温
具

〃

１
４
０

　

　

保
護
カ
バ
ー

〃

３
８
０

　

　

水
密
電
気
灯

〃

２
６
０

　

　

日
光
信
号
鏡

〃

１
１
０

　

　

レ
ー
ダ
ー
反
射
器

〃

１
１
０

　

　

海
面
着
色
剤

〃

１
２
０

　

救
命
索
発
射
器

１
個
に
つ
き

２
６
０

　

救
命
索
発
射
器
の
発
射
体

４
個
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
３
０

　

救
命
索
発
射
器
の
救
命
索

４
本
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
６
０

　

救
命
い
か
だ
支
援
艇

１
隻
に
つ
き

１
５
，
９
０
０

　

自
己
点
火
灯

小
型
船
舶
用
自
己
点
火
灯

電
池
式
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
０
０

　

電
池
式
以
外
の
も
の

〃

７
０

　

　

そ
の
他
の
自
己
点
火
灯

電
池
式
の
も
の

〃

２
７
０

　

　

電
池
式
以
外
の
も
の

〃

１
１
０

　

自
己
発
煙
信
号

小
型
船
舶
用
自
己
発
煙
信
号

１
個
に
つ
き

１
５
０

　

そ
の
他
の
自
己
発
煙
信
号

〃

２
１
０

　

救
命
胴
衣
灯

１
個
に
つ
き

７
０

　

落
下
傘
付
信
号

１
個
に
つ
き

２
１
０

　

火
せ
ん

小
型
船
舶
用
火
せ
ん

１
個
に
つ
き

７
０

　

　

そ
の
他
の
火
せ
ん

〃

１
１
０

　

信
号
紅
炎

小
型
船
舶
用
信
号
紅
炎

１
個
に
つ
き

７
０

　

そ
の
他
の
信
号
紅
炎

〃

１
１
０

　

発
煙
浮
信
号

１
個
に
つ
き

２
１
０

　

浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
個
に
つ
き

５
，
６
０
０

　

非
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
個
に
つ
き

５
，
５
０
０

　

小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
個
に
つ
き

４
，
０
０
０

　

レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

１
個
に
つ
き

３
，
８
０
０

　

そ
の
他
の
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

〃

５
，
４
０
０

　

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

小
型
船
舶
用
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
５
５
０

　

そ
の
他
の
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

〃

５
，
２
０
０

　

持
運
び
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
個
に
つ
き

８
，
１
０
０

　

固
定
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
個
に
つ
き

８
，
１
０
０

　

船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
個
に
つ
き

８
，
１
０
０

　

探
照
灯

１
個
に
つ
き

３
９
０

　

再
帰
反
射
材

５
０
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き
１
０

　

救
命
い
か
だ
又
は
救
命
浮
器
の
架
台

１
個
に
つ
き

４
６
０

　

自
動
離
脱
装
置

１
個
に
つ
き

３
７
０

　

ウ
ィ
ー
ク
・
リ
ン
ク

１
個
に
つ
き

１
７
０

　

乗
込
装
置

降
下
式
乗
込
装
置

１
台
に
つ
き

１
２
，
３
０
０

　

　

そ
の
他
の
乗
込
装
置

〃

３
７
０

　

消
火
ポ
ン
プ

１
個
に
つ
き

２
，
７
０
０

　

非
常
ポ
ン
プ

１
個
に
つ
き

３
，
５
０
０

　

消
火
ホ
ー
ス

１
個
に
つ
き

７
１
０
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ノ
ズ
ル

１
個
に
つ
き

１
２
０

水
噴
霧
放
射
器

１
個
に
つ
き

２
４
０

水
噴
霧
ラ
ン
ス

１
個
に
つ
き

７
４
０

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き

７
４
０

　

国
際
陸
上
施
設
連
結
具

１
個
に
つ
き

３
５
０

　

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
・
ヘ
ッ
ド

１
個
に
つ
き

３
５
０

　

機
関
室
局
所
消
火
装
置

１
個
に
つ
き

３
４
０

　

消
火
器

自
動
拡
散
型
液
体
消
火
器

１
個
に
つ
き

３
０
０

　

　

自
動
拡
散
型
粉
末
消
火
器

〃

３
０
０

　

　

そ
の
他
の
消
火

器

小
型
船
舶
用
消
火
器

〃

３
３
０

　

　

小
型
船
舶
用
消
火
器
以
外
の
消
火
器

固
定
式
の
も
の

〃

２
，
７
０
０

　

　

移
動
式
の
も
の

〃

１
，
３
５
０

　

　

持
運
び
式
の
も
の

〃

５
５
０

　

　

　

　

簡
易
式
の
も
の

〃

４
５
０

　

消
火
剤

消
火
器
用
消
火
剤

持
運
び
式
又
は
簡
易
式
消
火
器
用
の
も
の

１
個
に
つ
き

１
１
０

　

　

固
定
式
又
は
移
動
式
消
火
器
用
の
も
の

〃

３
６
０

　

　

固
定
式
鎮
火
性
ガ
ス
消
火
装
置
用
消
火
剤
（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
に
限
る
。
）

６
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
，
８
５
０

　

　

固
定
式
泡
消
火
装
置
用
消
火
剤
又
は
固
定
式
高
膨
脹
泡
消
火
装
置
用
消
火
剤

２
０
０
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

４
，
５
５
０

　

持
運
び
式
泡
放
射
器

１
個
に
つ
き

２
，
３
５
０

　

個
人
装
具
（
安
全
灯
及
び
お
の
を
除
く
。
）

１
組
に
つ
き

４
，
０
５
０

　

安
全
灯

１
個
に
つ
き

４
３
０

　

呼
吸
具

防
煙
ヘ
ル
メ
ッ
ト

１
個
に
つ
き

４
５
０

　

　

防
煙
マ
ス
ク

〃

４
５
０

　

　

自
蔵
式
呼
吸
具

〃

４
５
０

　

　

送
気
式
呼
吸
具

〃

４
５
０

　

呼
吸
具
の
清
浄
缶

１
個
に
つ
き

１
３
０

　

呼
吸
具
の
酸
素
発
生
缶

〃

１
３
０

　

命
綱

１
本
に
つ
き

３
６
０

　

火
災
探
知
装
置
の
部
分

探
知
器

１
個
に
つ
き

２
，
３
５
０

　

制
御
盤

〃

１
，
６
５
０

　

　

表
示
盤

〃

５
８
０

　

　

検
出
器

〃

８
４
０

　

手
動
火
災
警
報
装
置

１
個
に
つ
き

４
５
０

　

非
常
標
識

電
気
式
の
も
の

１
個
に
つ
き

８
４
０

　

　

電
気
式
以
外
の
も
の

１
個
に
つ
き

１
４
０

　

蓄
電
池
一
体
型
非
常
照
明
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
２
５
０

　

持
運
び
式
電
気
灯

１
個
に
つ
き

２
，
０
０
０

　

非
常
脱
出
用
呼
吸
器

１
個
に
つ
き

３
８
０

　

船
灯

第
一
種
マ
ス
ト
灯

１
個
に
つ
き

６
５
０

　

　

第
二
種
マ
ス
ト
灯

〃

４
９
０

　

　

第
三
種
マ
ス
ト
灯

〃

４
３
０

　

　

第
四
種
マ
ス
ト
灯

〃

３
８
０

　

　

第
一
種

げ
ん舷

灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種

げ
ん舷

灯

〃

４
９
０

　

　

第
三
種

げ
ん舷

灯

〃

３
８
０
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第
一
種
両
色
灯

〃

４
３
０

　

　

第
二
種
両
色
灯

〃

３
８
０

　

　

第
一
種
船
尾
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
船
尾
灯

〃

４
９
０

　

　

第
一
種
引
き
船
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
引
き
船
灯

〃

４
９
０

　

　

第
一
種
白
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
白
灯

〃

４
９
０

　

　

第
一
種
紅
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
紅
灯

〃

４
９
０

　

　

第
一
種
緑
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
緑
灯

〃

４
９
０

　

　

第
一
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
２
０

　

　

第
二
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
２
０

　

　

第
三
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
２
０

　

　

第
四
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
２
０

　

　

第
一
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
２
０

　

　

第
二
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
２
０

　

　

第
一
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

〃

４
９
０

　

　

第
一
種
三
色
灯

〃

４
３
０

　

　

第
二
種
三
色
灯

〃

３
８
０

　

　

操
船
信
号
灯

〃

４
９
０

　

　

白
色
底
び
き
網
漁
業
灯

〃

５
２
０

　

　

紅
色
底
び
き
網
漁
業
灯

〃

５
２
０

　

　

か
け
ま
わ
し
漁
法
灯

〃

５
２
０

　

　

き
ん
ち
ゃ
く
網
漁
業
灯

〃

５
２
０

　

形
象
物

１
個
に
つ
き

１
１
０

　

国
際
信
号
旗

１
枚
に
つ
き

１
６
０

　

国
際
信
号
旗
の
布
地

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
６
０

　

信
号
灯

１
個
に
つ
き

１
，
３
５
０

　

汽
笛

音
圧
が
１
１
１
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
１
５
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
，
６
０
０

　

　

　
〃
　
１
１
５
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
２
０
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

〃

２
，
７
０
０

　

　

　
〃
　
１
２
０
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
３
０
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

〃

２
，
９
０
０

　

　

　
〃
　
１
３
０
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
３
８
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

〃

５
，
８
０
０

　

　

　
〃
　
１
３
８
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
４
３
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

〃

８
，
９
０
０

　

　

　
〃
　
１
４
３
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

〃

１
２
，
０
０
０

　

号
鐘

１
個
に
つ
き

５
８
０

　

ど
ら

１
個
に
つ
き

５
４
０

　

電
子
海
図
情
報
表
示
装
置

１
個
に
つ
き

２
２
，
４
０
０

　

ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機

１
個
に
つ
き

５
，
６
０
０

　

高
機
能
グ
ル
ー
プ
呼
出
受
信
機

１
個
に
つ
き

５
，
６
０
０

　

航
海
用
レ
ー
ダ
ー

１
個
に
つ
き

１
８
，
３
０
０

　

電
子
プ
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
装
置

１
個
に
つ
き

１
４
，
９
０
０

　

自
動
物
標
追
跡
装
置

１
個
に
つ
き

１
６
，
６
０
０
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自
動
衝
突
予
防
援
助
装
置

１
個
に
つ
き

２
８
，
０
０
０

　

磁
気
コ
ン
パ
ス

１
個
に
つ
き

２
，
７
０
０

　

磁
気
コ
ン
パ
ス
の
羅
盆

１
個
に
つ
き

１
，
４
０
０

　

磁
気
コ
ン
パ
ス
の
自
差
修
正
装
置
付
架
台

〃

２
，
３
５
０

　

方
位
測
定
コ
ン
パ
ス
装
置

１
個
に
つ
き

２
８
０

　

ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス

１
個
に
つ
き

１
６
，
５
０
０

　

ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
の
レ
ピ
ー
タ

１
個
に
つ
き

２
，
７
０
０

　

船
首
方
位
伝
達
装
置

１
個
に
つ
き

７
，
８
０
０

　

音
響
測
深
機

１
個
に
つ
き

１
１
，
１
０
０

　

第
一
種
衛
星
航
法
装
置

１
個
に
つ
き

１
９
，
５
０
０

　

第
二
種
衛
星
航
法
装
置

１
個
に
つ
き

７
，
２
０
０

　

船
速
距
離
計

１
個
に
つ
き

１
４
，
１
０
０

　

回
頭
角
速
度
計

１
個
に
つ
き

２
，
６
０
０

　

音
響
受
信
装
置

１
個
に
つ
き

４
，
７
０
０

　

船
舶
自
動
識
別
装
置

１
個
に
つ
き

２
０
，
３
０
０

　

航
海
情
報
記
録
装
置

１
個
に
つ
き

２
２
，
４
０
０

　

簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置

１
個
に
つ
き

２
０
，
２
０
０

　

Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｍ
Ｆ
又
は
Ｈ
Ｆ
用
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置

送
受
信
機
を
有
し
な
い
も
の

１
個
に
つ
き

１
１
，
２
０
０

　

そ
の
他
の
も
の

〃

１
４
，
６
０
０

　

Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｍ
Ｆ
又
は
Ｈ
Ｆ
用
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
聴
守
装
置

１
個
に
つ
き

１
２
，
９
０
０

　

水
先
人
用
は
し
ご

１
個
に
つ
き

７
１
０

　

第
一
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
３
０
０

　

第
二
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
０
５
０

　

航
海
用
レ
ー
ダ
ー
反
射
器

１
個
に
つ
き

１
１
０

　

シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

１
個
に
つ
き

１
，
７
５
０

　

荷
役
ホ
ー
ス

１
本
に
つ
き

１
，
６
５
０

　

持
運
び
式
機
械
通
風
装
置

１
個
に
つ
き

１
，
７
０
０

　

固
定
式
ガ
ス
検
知
装
置
の
部
品

検
知
器

１
個
に
つ
き

１
，
８
５
０

　

指
示
警
報
部

〃

１
，
４
０
０

　

検
出
端
部

〃

６
４
０

　

検
知
管
式
ガ
ス
検
知
器

１
個
に
つ
き

１
，
７
５
０

　

ガ
ス
検
知
管

１
０
本
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

５
０

　

持
運
び
式
ガ
ス
検
知
器

複
合
型
の
も
の

１
個
に
つ
き

３
，
０
０
０

　

そ
の
他
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
，
１
５
０

　

甲
板
洗
浄
機

１
個
に
つ
き

５
，
７
０
０

　

防
爆
型
の
電
気
器
具

１
個
に
つ
き

７
１
０

　

定
周
波
装
置

１
個
に
つ
き

１
，
１
０
０

　

コ
ン
テ
ナ

フ
ラ
ッ
ト
ラ
ッ
ク
型
の
も
の

１
個
に
つ
き

４
，
２
０
０

　

　

そ
の
他
の
型
の
も
の

〃

５
，
２
０
０

　

作
業
用
救
命
衣

小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

１
個
に
つ
き

１
３
０

　

　

そ
の
他
の
作
業
用
救
命
衣

〃

１
３
０

完
全
保
護
衣

１
個
に
つ
き

３
，
２
０
０

完
全
保
護
衣
の
手
袋

１
個
に
つ
き

４
２
０

完
全
保
護
衣
の
長
靴

１
個
に
つ
き

４
２
０
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別
表
第
二
の
二
（
第
２
９
条
関
係
）

　

検
定
（
単
位
　
円
）

検
定

小
型
船
舶

旅
客
船

１
隻
に
つ
き

１
５
，
１
０
０

旅
客
船
以
外
の
も
の

〃

１
０
，
９
０
０

　

小
型
船
舶
の
船
体

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
隻
に
つ
き

３
，
２
５
０

　

長
さ
３
メ
ー
ト
ル
以
上
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

〃

６
，
６
０
０

　

長
さ
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

〃

９
，
９
０
０

　

倉
口

が
い蓋

板

鋼
製
の
も
の

５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

１
式
に
つ
き

６
，
８
０
０

　

５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

〃

８
，
２
０
０

　

　

１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

〃

９
，
５
０
０

　

　

　

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

〃

１
２
，
６
０
０

　

　

木
製
の
も
の

１
枚
に
つ
き

１
６
０

　

倉
口
覆
布

１
枚
に
つ
き

１
，
３
５
０

　

倉
口
覆
布
の
布
地

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
６
０

　

倉
口
覆
布
の
防
水
布
地

〃

１
６
０

　

倉
口
覆
布
の
防
水
剤

１
８
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
６
０

　

げ
ん舷

窓

１
個
に
つ
き

１
３
０

　

不
燃
性
材
料

１
個
に
つ
き

３
２
０

防
火
戸
、
防
火
窓
、
防
火
ダ
ン
パ
ー
そ
の
他
の
仕
切
り
の
材
料

１
個
に
つ
き

１
，
１
０
０

防
煙
ダ
ン
パ
ー

１
個
に
つ
き

１
，
７
０
０

　

火
災
の
危
険
の
少
な
い
家
具
及
び
備
品

１
個
に
つ
き

９
７
０

防
火
戸
の
動
力
開
閉
装
置

１
個
に
つ
き

２
，
２
５
０

送
風
機

羽
根
車
の
外
径
が
０
．
６
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

１
，
７
５
０

　
　
　
〃
　
　
　
０
．
６
メ
ー
ト
ル
以
上
０
．
９
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
，
３
０
０

　
　
　
〃
　
　
　
０
．
９
メ
ー
ト
ル
以
上
１
．
２
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

３
，
９
０
０

　
　
　
〃
　
　
　
１
．
２
メ
ー
ト
ル
以
上
１
．
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

６
，
５
０
０

　
　
　
〃
　
　
　
１
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

１
個
に
つ
き

９
，
６
０
０

　

冷
却
装
置
の
管
装
置
の
防
熱
材

１
個
に
つ
き

１
９
０

　

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
防
湿
用
表
面
材

〃

１
９
０

　

冷
却
装
置
の
防
熱
材
の
接
着
剤

〃

２
０
０

表
面
仕
上
材

１
個
に
つ
き

２
０
０

居
住
区
域
内
に
設
け
る
隔
壁
又
は
甲
板
の
材
料

１
個
に
つ
き

１
，
２
０
０

　

高
速
排
気
装
置

１
個
に
つ
き

１
，
１
０
０

　

フ
レ
ー
ム
ア
レ
ス
タ

１
個
に
つ
き

５
５
０

　

船
体
用
材
料

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
樹
脂

１
８
０
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
８
０

　

　

ガ
ラ
ス
繊
維

ロ
ー
ビ
ン
グ

１
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
０

　

　

　

ロ
ー
ビ
ン
グ
ク
ロ
ス
又
は
チ
ョ
ッ
プ
ド
ス
ト
ラ
ン
ド
マ
ッ
ト

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

９
０

　

　

ゴ
ム
布

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

３
６
０

　

内
燃
機
関

連
続

大
出
力
が
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

５
，
３
０
０

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

９
，
２
０
０

　

船
内
外
機

連
続

大
出
力
が
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

９
，
６
０
０

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
０
，
８
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
２
，
９
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
５
，
６
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

〃

１
８
，
４
０
０
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船
外
機

連
続

大
出
力
が
３
．
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

５
，
４
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
３
．
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
．
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

８
，
９
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
７
．
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

９
，
６
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
０
，
６
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
３
７
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
３
，
２
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
７
３
．
６
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

〃

１
５
，
８
０
０

　

　

　
　
〃
　
　
　
　
１
８
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

〃

１
８
，
４
０
０

　

自
動
呼
吸
弁

内
径
が
１
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

７
６
０

　

　

　
〃
　
１
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

〃

１
，
８
５
０

液
量
計
測
装
置

１
個
に
つ
き

４
，
０
５
０

ゴ
ム
ホ
ー
ス

１
本
に
つ
き

９
０

　

浸
水
警
報
装
置

検
知
器

１
個
に
つ
き

１
，
５
０
０

　

　

警
報
盤

１
個
に
つ
き

１
，
７
０
０

　

自
動
操

だ舵
装
置

航
跡
制
御
装
置
の
も
の

１
個
に
つ
き

９
，
０
０
０

　

　

船
首
方
位
制
御
装
置
の
も
の

１
個
に
つ
き

８
，
６
０
０

　

非
常
用

え
い曳

航
設
備

１
式
に
つ
き

４
，
８
５
０

　

呼
吸
保
護
具

１
個
に
つ
き

３
２
０

　

呼
吸
保
護
具
の
フ
ィ
ル
タ
ー

１
個
に
つ
き

２
０

　

救
命
艇

部
分
閉
囲
型
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

１
隻
に
つ
き

２
５
，
２
０
０

　

　

そ
の
他
の
部
分
閉
囲
型
救
命
艇

〃

２
５
，
２
０
０

　

　

全
閉
囲
型
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

〃

２
７
，
２
０
０

　

　

そ
の
他
の
全
閉
囲
型
救
命
艇

〃

２
７
，
２
０
０

　

　

空
気
自
給
式
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

〃

２
８
，
２
０
０

　

　

そ
の
他
の
空
気
自
給
式
救
命
艇

〃

２
８
，
２
０
０

　

　

耐
火
救
命
艇

救
助
艇
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

〃

２
８
，
７
０
０

　

　

そ
の
他
の
耐
火
救
命
艇

〃

２
８
，
７
０
０

　

救
命
い
か
だ

小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

１
個
に
つ
き

２
，
０
５
０

　

そ
の
他
の
救
命
い
か
だ

進
水
装
置
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

１
個
に
つ
き

４
，
７
０
０

　

　

そ
の
他
の
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

〃

４
，
６
５
０

　

　

固
型
救
命
い
か
だ

〃

４
，
６
０
０

　

救
命
浮
器

小
型
船
舶
用
救
命
浮
器

１
個
に
つ
き

６
９
０

　

そ
の
他
の
救
命
浮
器

〃

９
０
０

　

救
助
艇

一
般
救
助
艇

膨
脹
型
一
般
救
助
艇

１
隻
に
つ
き

２
０
，
１
０
０

　

　

固
型
一
般
救
助
艇

〃

１
９
，
１
０
０

　

　

　

複
合
型
一
般
救
助
艇

〃

２
０
，
１
０
０

　

　

高
速
救
助
艇

膨
脹
型
高
速
救
助
艇

１
隻
に
つ
き

２
０
，
１
０
０

　

　

固
型
高
速
救
助
艇

〃

１
９
，
１
０
０

　

　

　

複
合
型
高
速
救
助
艇

〃

２
０
，
１
０
０

　

救
命
浮
環

小
型
船
舶
用
救
命
浮
環

１
個
に
つ
き

１
５
０

　

そ
の
他
の
救
命
浮
環

〃

２
１
０

　

救
命
浮
環
の
救
命
索

３
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

６
０

　

救
命
胴
衣

小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣

１
個
に
つ
き

１
２
０

　

そ
の
他
の
救
命
胴
衣

〃

１
６
０

　

小
型
船
舶
用
救
命
浮
輪
又
は
小
型
船
舶
用
救
命
ク
ッ
シ
ョ
ン

１
個
に
つ
き

１
５
０

　

小
型
船
舶
用
浮
力
補
助
具

１
個
に
つ
き

１
０
０
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イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

１
個
に
つ
き

７
６
０

　

そ
の
他
の
イ
マ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ー
ツ

〃

６
４
０

　

耐
暴
露
服

１
個
に
つ
き

６
８
０

　

救
命
器
具
の
浮
力
材
料

１
個
に
つ
き

１
６
０

　

救
命
器
具
の
布
地

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

２
８
０

　

救
命
器
具
の
ガ
ス
発
生
器

１
個
に
つ
き

１
２
０

　

高
圧
ガ
ス
容
器
の
弁

１
個
に
つ
き

９
０

　

キ
ャ
ノ
ピ
ー
灯

１
個
に
つ
き

２
１
０

　

室
内
灯

１
個
に
つ
き

２
１
０

　

手
動
ポ
ン
プ

１
個
に
つ
き

４
３
０

　

救
命
艇
又
は
救
助
艇
の
内
燃
機
関

１
個
に
つ
き

１
０
，
２
０
０

　

つ
り
索
の
離
脱
装
置

１
個
に
つ
き

１
，
４
５
０

　

救
助
艇
の
船
外
機

１
個
に
つ
き

１
４
，
３
０
０

　

救
命
艇
、
救
命
い
か
だ
又
は
救

助
艇
の

ぎ艤
装
品

コ
ン
パ
ス

１
個
に
つ
き

７
０
０

　

シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

〃

２
６
０

　

救
難
食
糧

〃

１
１
０

　

飲
料
水

〃

６
０

　

海
水
脱
塩
装
置

〃

３
５
０

　

応
急
医
療
具
（
医
療
器
具
及
び
薬
品
の
両
方
を
含
む
も
の
）

〃

４
３
０

　

応
急
医
療
具
の
部
分
（
医
療
器
具
の
み
の
も
の
）

〃

４
１
０

　

　

応
急
医
療
具
の
部
分
（
薬
品
の
み
の
も
の
）

〃

４
１
０

　

　

保
温
具

〃

１
４
０

　

　

保
護
カ
バ
ー

〃

３
８
０

　

　

水
密
電
気
灯

〃

２
６
０

　

　

日
光
信
号
鏡

〃

１
１
０

　

　

レ
ー
ダ
ー
反
射
器

〃

１
１
０

　

　

海
面
着
色
剤

〃

１
２
０

　

救
命
索
発
射
器

１
個
に
つ
き

２
６
０

　

救
命
索
発
射
器
の
発
射
体

４
個
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
３
０

　

救
命
索
発
射
器
の
救
命
索

４
本
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
６
０

　

救
命
い
か
だ
支
援
艇

１
隻
に
つ
き

１
５
，
８
０
０

　

自
己
点
火
灯

小
型
船
舶
用
自
己
点
火
灯

電
池
式
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
０
０

　

電
池
式
以
外
の
も
の

〃

７
０

　

　

そ
の
他
の
自
己
点
火
灯

電
池
式
の
も
の

〃

２
６
０

　

　

電
池
式
以
外
の
も
の

〃

１
１
０

　

自
己
発
煙
信
号

小
型
船
舶
用
自
己
発
煙
信
号

１
個
に
つ
き

１
５
０

　

そ
の
他
の
自
己
発
煙
信
号

〃

２
１
０

　

救
命
胴
衣
灯

１
個
に
つ
き

７
０

　

落
下
傘
付
信
号

１
個
に
つ
き

２
１
０

　

火
せ
ん

小
型
船
舶
用
火
せ
ん

１
個
に
つ
き

７
０

　

　

そ
の
他
の
火
せ
ん

〃

１
１
０

　

信
号
紅
炎

小
型
船
舶
用
信
号
紅
炎

１
個
に
つ
き

７
０

　

そ
の
他
の
信
号
紅
炎

〃

１
１
０

　

発
煙
浮
信
号

１
個
に
つ
き

２
１
０

　

浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
個
に
つ
き

５
，
５
０
０

34



　

非
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
個
に
つ
き

５
，
５
０
０

　

小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
９
０
０

　

レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

１
個
に
つ
き

３
，
７
５
０

　

そ
の
他
の
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー

〃

５
，
３
０
０

　

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

小
型
船
舶
用
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
５
０
０

　

そ
の
他
の
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

〃

５
，
１
０
０

　

持
運
び
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
個
に
つ
き

８
，
０
０
０

　

固
定
式
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
個
に
つ
き

８
，
０
０
０

　

船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
装
置

１
個
に
つ
き

８
，
０
０
０

　

探
照
灯

１
個
に
つ
き

３
８
０

　

再
帰
反
射
材

５
０
０
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き
１
０

　

救
命
い
か
だ
又
は
救
命
浮
器
の
架
台

１
個
に
つ
き

４
５
０

　

自
動
離
脱
装
置

１
個
に
つ
き

３
６
０

　

ウ
ィ
ー
ク
・
リ
ン
ク

１
個
に
つ
き

１
７
０

　

乗
込
装
置

降
下
式
乗
込
装
置

１
台
に
つ
き

１
２
，
２
０
０

　

　

そ
の
他
の
乗
込
装
置

〃

３
６
０

　

消
火
ポ
ン
プ

１
個
に
つ
き

２
，
６
５
０

　

非
常
ポ
ン
プ

１
個
に
つ
き

３
，
５
０
０

　

消
火
ホ
ー
ス

１
個
に
つ
き

７
０
０

　

ノ
ズ
ル

１
個
に
つ
き

１
２
０

水
噴
霧
放
射
器

１
個
に
つ
き

２
３
０

水
噴
霧
ラ
ン
ス

１
個
に
つ
き

７
３
０

移
動
式
放
水
モ
ニ
タ
ー

１
個
に
つ
き

７
３
０

　

国
際
陸
上
施
設
連
結
具

１
個
に
つ
き

３
５
０

　

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
・
ヘ
ッ
ド

１
個
に
つ
き

３
４
０

　

機
関
室
局
所
消
火
装
置

１
個
に
つ
き

３
４
０

　

消
火
器

自
動
拡
散
型
液
体
消
火
器

１
個
に
つ
き

３
０
０

　

　

自
動
拡
散
型
粉
末
消
火
器

〃

３
０
０

　

　

そ
の
他
の
消
火

器

小
型
船
舶
用
消
火
器

〃

３
２
０

　

　

小
型
船
舶
用
消
火
器
以
外
の
消
火
器

固
定
式
の
も
の

〃

２
，
６
５
０

　

　

移
動
式
の
も
の

〃

１
，
３
５
０

　

　

持
運
び
式
の
も
の

〃

５
５
０

　

　

簡
易
式
の
も
の

〃

４
５
０

　

消
火
剤

消
火
器
用
消
火
剤

持
運
び
式
又
は
簡
易
式
消
火
器
用
の
も
の

１
個
に
つ
き

１
１
０

　

　

固
定
式
又
は
移
動
式
消
火
器
用
の
も
の

〃

３
６
０

　

　

固
定
式
鎮
火
性
ガ
ス
消
火
装
置
用
消
火
剤
（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
に
限
る
。
）

６
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
，
８
５
０

　

　

固
定
式
泡
消
火
装
置
用
消
火
剤
又
は
固
定
式
高
膨
脹
泡
消
火
装
置
用
消
火
剤

２
０
０
リ
ッ
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

４
，
５
０
０

　

持
運
び
式
泡
放
射
器

１
個
に
つ
き

２
，
３
０
０

　

個
人
装
具
（
安
全
灯
及
び
お
の
を
除
く
。
）

１
組
に
つ
き

４
，
０
０
０

　

安
全
灯

１
個
に
つ
き

４
３
０

　

呼
吸
具

防
煙
ヘ
ル
メ
ッ
ト

１
個
に
つ
き

４
５
０

　

　

防
煙
マ
ス
ク

〃

４
５
０

　

　

自
蔵
式
呼
吸
具

〃

４
５
０

　

　

送
気
式
呼
吸
具

〃

４
４
０
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呼
吸
具
の
清
浄
缶

１
個
に
つ
き

１
３
０

　

呼
吸
具
の
酸
素
発
生
缶

〃

１
３
０

　

命
綱

１
本
に
つ
き

３
６
０

　

火
災
探
知
装
置
の
部
分

探
知
器

１
個
に
つ
き

２
，
３
５
０

　

制
御
盤

〃

１
，
６
０
０

　

　

表
示
盤

〃

５
７
０

　

　

検
出
器

〃

８
３
０

　

手
動
火
災
警
報
装
置

１
個
に
つ
き

４
５
０

　

非
常
標
識

電
気
式
の
も
の

１
個
に
つ
き

８
３
０

　

　

電
気
式
以
外
の
も
の

１
個
に
つ
き

１
４
０

　

蓄
電
池
一
体
型
非
常
照
明
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
２
０
０

　

持
運
び
式
電
気
灯

１
個
に
つ
き

１
，
９
５
０

　

非
常
脱
出
用
呼
吸
器

１
個
に
つ
き

３
７
０

　

船
灯

第
一
種
マ
ス
ト
灯

１
個
に
つ
き

６
５
０

　

　

第
二
種
マ
ス
ト
灯

〃

４
８
０

　

　

第
三
種
マ
ス
ト
灯

〃

４
３
０

　

　

第
四
種
マ
ス
ト
灯

〃

３
８
０

　

　

第
一
種

げ
ん舷

灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種

げ
ん舷

灯

〃

４
８
０

　

　

第
三
種

げ
ん舷

灯

〃

３
８
０

　

　

第
一
種
両
色
灯

〃

４
３
０

　

　

第
二
種
両
色
灯

〃

３
８
０

　

　

第
一
種
船
尾
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
船
尾
灯

〃

４
８
０

　

　

第
一
種
引
き
船
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
引
き
船
灯

〃

４
８
０

　

　

第
一
種
白
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
白
灯

〃

４
８
０

　

　

第
一
種
紅
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
紅
灯

〃

４
８
０

　

　

第
一
種
緑
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
緑
灯

〃

４
８
０

　

　

第
一
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
１
０

　

　

第
二
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
１
０

　

　

第
三
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
１
０

　

　

第
四
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
１
０

　

　

第
一
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
１
０

　

　

第
二
種
緑
色

せ
ん閃

光
灯

〃

５
１
０

　

　

第
一
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

〃

６
５
０

　

　

第
二
種
黄
色

せ
ん閃

光
灯

〃

４
８
０

　

　

第
一
種
三
色
灯

〃

４
３
０

　

　

第
二
種
三
色
灯

〃

３
８
０

　

　

操
船
信
号
灯

〃

４
８
０

　

　

白
色
底
び
き
網
漁
業
灯

〃

５
１
０

　

　

紅
色
底
び
き
網
漁
業
灯

〃

５
１
０
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か
け
ま
わ
し
漁
法
灯

〃

５
１
０

　

　

き
ん
ち
ゃ
く
網
漁
業
灯

〃

５
１
０

　

形
象
物

１
個
に
つ
き

１
１
０

　

国
際
信
号
旗

１
枚
に
つ
き

１
６
０

　

国
際
信
号
旗
の
布
地

５
０
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

１
６
０

　

信
号
灯

１
個
に
つ
き

１
，
３
５
０

　

汽
笛

音
圧
が
１
１
１
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
１
５
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
，
５
５
０

　

　

　
〃
　
１
１
５
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
２
０
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

〃

２
，
６
５
０

　

　

　
〃
　
１
２
０
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
３
０
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

〃

２
，
８
５
０

　

　

　
〃
　
１
３
０
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
３
８
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

〃

５
，
８
０
０

　

　

　
〃
　
１
３
８
デ
シ
ベ
ル
以
上
１
４
３
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

〃

８
，
９
０
０

　

　

　
〃
　
１
４
３
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

〃

１
１
，
９
０
０

　

号
鐘

１
個
に
つ
き

５
７
０

　

ど
ら

１
個
に
つ
き

５
３
０

　

電
子
海
図
情
報
表
示
装
置

１
個
に
つ
き

２
２
，
２
０
０

　

ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機

１
個
に
つ
き

５
，
５
０
０

　

高
機
能
グ
ル
ー
プ
呼
出
受
信
機

１
個
に
つ
き

５
，
５
０
０

　

航
海
用
レ
ー
ダ
ー

１
個
に
つ
き

１
８
，
２
０
０

　

電
子
プ
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
装
置

１
個
に
つ
き

１
４
，
７
０
０

　

自
動
物
標
追
跡
装
置

１
個
に
つ
き

１
６
，
４
０
０

　

自
動
衝
突
予
防
援
助
装
置

１
個
に
つ
き

２
７
，
８
０
０

　

磁
気
コ
ン
パ
ス

１
個
に
つ
き

２
，
６
５
０

　

磁
気
コ
ン
パ
ス
の
羅
盆

１
個
に
つ
き

１
，
４
０
０

　

磁
気
コ
ン
パ
ス
の
自
差
修
正
装
置
付
架
台

〃

２
，
３
５
０

　

方
位
測
定
コ
ン
パ
ス
装
置

１
個
に
つ
き

２
７
０

　

ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス

１
個
に
つ
き

１
６
，
３
０
０

　

ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
の
レ
ピ
ー
タ

１
個
に
つ
き

２
，
６
５
０

　

船
首
方
位
伝
達
装
置

１
個
に
つ
き

７
，
８
０
０

　

音
響
測
深
機

１
個
に
つ
き

１
１
，
０
０
０

　

第
一
種
衛
星
航
法
装
置

１
個
に
つ
き

１
９
，
３
０
０

　

第
二
種
衛
星
航
法
装
置

１
個
に
つ
き

７
，
１
０
０

　

船
速
距
離
計

１
個
に
つ
き

１
４
，
０
０
０

　

回
頭
角
速
度
計

１
個
に
つ
き

２
，
５
５
０

　

音
響
受
信
装
置

１
個
に
つ
き

４
，
６
０
０

　

船
舶
自
動
識
別
装
置

１
個
に
つ
き

２
０
，
１
０
０

　

航
海
情
報
記
録
装
置

１
個
に
つ
き

２
２
，
２
０
０

　

簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置

１
個
に
つ
き

２
０
，
０
０
０

　

Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｍ
Ｆ
又
は
Ｈ
Ｆ
用
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置

送
受
信
機
を
有
し
な
い
も
の

１
個
に
つ
き

１
１
，
０
０
０

　

そ
の
他
の
も
の

〃

１
４
，
４
０
０

　

Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｍ
Ｆ
又
は
Ｈ
Ｆ
用
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
聴
守
装
置

１
個
に
つ
き

１
２
，
７
０
０

　

水
先
人
用
は
し
ご

１
個
に
つ
き

７
０
０

　

第
一
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
２
５
０

　

第
二
種
船
橋
航
海
当
直
警
報
装
置

１
個
に
つ
き

３
，
０
０
０

　

航
海
用
レ
ー
ダ
ー
反
射
器

１
個
に
つ
き

１
１
０
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シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

１
個
に
つ
き

１
，
７
０
０

　

荷
役
ホ
ー
ス

１
本
に
つ
き

１
，
６
５
０

　

持
運
び
式
機
械
通
風
装
置

１
個
に
つ
き

１
，
７
０
０

　

固
定
式
ガ
ス
検
知
装
置
の
部
品

検
知
器

１
個
に
つ
き

１
，
８
０
０

　

指
示
警
報
部

〃

１
，
４
０
０

　

検
出
端
部

〃

６
３
０

　

検
知
管
式
ガ
ス
検
知
器

１
個
に
つ
き

１
，
７
５
０

　

ガ
ス
検
知
管

１
０
本
又
は
そ
の
端
数
に
つ
き

５
０

　

持
運
び
式
ガ
ス
検
知
器

複
合
型
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
，
９
５
０

　

そ
の
他
の
も
の

１
個
に
つ
き

２
，
１
５
０

　

甲
板
洗
浄
機

１
個
に
つ
き

５
，
７
０
０

　

防
爆
型
の
電
気
器
具

１
個
に
つ
き

７
０
０

　

定
周
波
装
置

１
個
に
つ
き

１
，
１
０
０

　

コ
ン
テ
ナ

フ
ラ
ッ
ト
ラ
ッ
ク
型
の
も
の

１
個
に
つ
き

４
，
１
５
０

　

　

そ
の
他
の
型
の
も
の

〃

５
，
２
０
０

　

作
業
用
救
命
衣

小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

１
個
に
つ
き

１
３
０

　

　

そ
の
他
の
作
業
用
救
命
衣

〃

１
３
０

完
全
保
護
衣

１
個
に
つ
き

３
，
２
０
０

完
全
保
護
衣
の
手
袋

１
個
に
つ
き

４
１
０

完
全
保
護
衣
の
長
靴

１
個
に
つ
き

４
１
０
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第
１
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

第1号様式(第7条関係) 

第    号   

型 式 承 認 書 

殿   

 船舶安全法第6条ノ5第1項の規定により、下記の船舶(物件)について型式承認をする。 

1 船舶(物件)の名称 

2 船舶(物件)の型式 

     年  月  日 

国土交通大臣      印   
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第
２
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

第2号様式(第15条関係) 

 (船舶に対して交付するもの) 

第    号  

検 定 合 格 証 明 書 

型式承認番号 
 

製造者の氏名又は名

称及び住所 

 

製造した事業場の名

称及び所在地 

 

製造番号 
 

船 質 
 主機の種

類及び数 

 

船舶の長さ 
 主機の計

画出力 

 

備 考 
 

  上記船舶は、船舶安全法第6条ノ5第1項の規定による検定に合格したことを証明する。 

     年  月  日 

管海官庁(氏名)印   

(物件に対して交付するもの) 

 

 

 

第     号   

検 定 合 格 証 明 書 

 下記の物件は、船舶安全法第6条ノ5第1項の規定による検定に合格したことを証明する。 

1 型式承認番号 

2 名称及び型式 

3 数量 

4 製造年月 

5 製造番号 

6 製造した事業場の名称及び所在地 

     年  月  日 

管海官庁(氏名)印   
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第
３
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

第3号様式（第15条関係）（昭50運令47・昭58運令42・一部改正） 船舶安全法第9条第4項の証印 は、4ミリメートル以上とする。  
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第
４
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

第4号様式（第15条関係）（昭50運令47・平元運令24・平9運令83・一部改正） 検定合格証明書交付申請書 年月日 殿 申請者の氏名又 印 は名称及び住所 下記の物件について、検定合格証明書の交付を受けたいので、船舶等型式承認規則第15条第4項の規定により申請します。 1型式承認番号 2名称及び型式 3数量 
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第
５
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

第5号様式（第15条関係）（昭50運令47・平元運令24・平9運令83・令2国交令98・一部改正） 検定合格証明書再交付申請書 年月日 殿 申請者の氏名又 は名称及び住所 下記の船舶（物件）の検定合格証明書について、その再交付を受けたいので、船舶等型式承認規則第15条第5項の規定により申請します。 1型式承認番号 2名称及び型式 3製造番号 4製造した事業場の名称及び所在地 5検定合格証明書の番号及び交付年月日 6備考  
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第
６
号
様
式
（
第
２
９
条
関
係
）

第6号様式（第29条関係）（昭50運令47・平元運令24・平9運令83・令2国交令98・一部改正） 手数料納付書 年月日 殿 申請者の氏名又 は名称及び住所 下記の申請について手数料を納付します。 1申請事項 2金額 3備考 収入 印紙  
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